
白ゐ~

報告書

ドイツソーシャルファームの実地調査報告会

， 

‘ 

" 
日 凶

" 作e〆戸ザ 一.
一、一、v 

一.
f 

; ・目時~:2014年9月 17日(水)13:30~16:001

j ・会場:戸山サンラ平ズ2階太・中会議室

; 圃主催:公揺財団法人日本障害者リハビリテーション協会

; ・助成:膿共済生活協同組合、大阪府民共済生活協同組合 j 

グ

iて ー、



報告書

ドイツソーシャルファームの

実地調査報告会

. 日時:2014年9月17日 (水) 1 3 : 30 r-..， 1 6 : 00 

・会場:戸山サンライズ 2階大 ・中会議室・主催:公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会・助成:教職員共済生活協同組合、大阪府民共済生活協同組合



目次

序文 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

趣旨・プログラム ...・H ・..…...・H ・.....・H ・..…...・H ・.....・H ・.....・H ・..…...・H ・.....・H ・H ・H ・.....・H ・..5 

会場風景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

講師プロフィール ...・H ・.....・H ・.....・ H ・.....・ H ・.....・H ・..…...・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・..… 7

開会挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

湯津茂男

公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会事務局長

報告 1

「ドイツ現地調査から学ぶ ドイツのソーシャルファームの動向と日本の方向と戦略」 …… 9 

炭谷茂

社会福祉法人恩賜財団済生会理事長

公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会会長

ソーシャルファームジ、ャパン 理事長

報告2

「ドイツのソーシャルファーム訪問調査報告J ..・H ・-…....・H ・....・H ・....・ H ・-…....・H ・...・H ・H ・H ・.29

寺島彰

浦和大学総合福祉学部教授

質疑応答 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 

閉会挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 

野村美佐子

公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会情報センター長

参考資料 ・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 

-3-



序文

炭谷茂

社会福祉法人恩賜財団済生会理事長

公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会会長

ソーシャルフアームジャパン 理事長

ソーシヤjレフアームづくりは、全国各地で着実に進んでいる。

ソーシャルファームは、障害者をはじめ引きともりの若者、高齢者、刑務所出所者、ホー

ムレスなど一般の労働市場では適当な仕事を見つけることが困難な人のため、就業の場を作

るものである。仕事の種類は、農業、酪農、製造業、サービス業など幅広い。社会的に孤立し、

また、社会的排除を受けている人を社会の一員とし、人間としての尊厳の向上に大きく貢献

している。これは、世界の社会政策の基本理念となっているソーシャルインクルージョンの

具現化に貢献している。

ソーシヤjレフアームは、一般の民間企業と同様のビジネス手法で経営をする。従業者は、

社会的なハンディキャップを有するだけに経営を軌道に乗せることは容易ではない。競争力

ある商品やサービスの開発、販売先の開拓、経営資金の確保など沢山の高い壁にぶつかる。ソー

シャルファームジャパンでは、ソーシャルファーム経営者、研究者、民間企業08などが集

まり、克服方法を研究している。

ソーシャルフアームは、ヨ一口ツ/¥で生まれ、発展を続けている。イタリア、 ドイツ、イ

ギリス、オランダ、フィンランド、スウェーデン、ギリシャ、ポーランドなどヨーロッパ全

体に設立されている。 1万社を超え、今や障害者等の就労の場としては不可欠な存在になっ

ている。

そこで日本において我々が直面している課題の解決のためには、これらの諸国の経験が大

変有益であると考え、昨年7月のイギリスでの調査に続いて、今年6月にドイツのソーシャ

ルファームを訪問、ソーシャルファームの専門家と意見交換を行った。ドイツは、世界の中

でも最もソーシャルフアームが成功している国であるが、その背景、理由、仕組み、国民の

意識などを詳細に把握することができ、今後日本がソーシャルフアームを推進するために大

変参考となる情報を得ることができた。ソーシャルファームに取り組もうとしている人たち

の参考になれば、幸いである。

終わりに、今回の調査に当たって助成をいただいた教職員共済生活協同組合、大阪府民共

済生活協同組合に厚くお礼を申し上げたい。
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趣旨

ソーシヤjレフアームは、障害者、ホームレスなどの就職困難者の雇用を目的とした社会的企

業である。人口の高齢化等による社会保障費の増大に対応するため、先進諸国では、その設立

を政策的に誘導している。近年、我が固においても、 2012年6月に成立した「国等による障

害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」のように、補助金に頼らない障害

者の雇用政策が始まっている。

乙れまで、日本障害者リハビリテーション協会においては、諸外国のソーシャルフアームに

ついて、調査してきでおり、昨年度は、イギリスを調査し、本年は、法律を制定し補助金を支

給する等積極的な公的支援策を行っているド、イツの制度の現地調査を行った。本報告会におい

て、その結果を参考にしながら、わが国においても成長しつつあるソーシャルフアームという

べき企業の関係者に集まっていただき、その課題等について議論・整理し、今後のわが国のソー

シャルフアームの方向性を明らかにする。

プログラム(順不同・敬称略)

13 : 30-13 : 40 開会挨拶

湯津茂男

(公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会事務局長)

13 : 40-14 : 40 報告 1rドイツ現地調査から学ぶ

ドイツのソーシャルファームの動向と日本の方向と戦略」

炭谷茂

(社会福祉法人思賜財団済生会理事長

公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会会長

ソーシャルファームジャパン 理事長)

14 : 40-15 : 30 報告2 rドイツのソーシャルファーム訪問調査報告」

寺島彰(浦和大学総合福祉学部教授)

15 : 30-15 : 50 質疑応答

15 : 50 閉会挨拶

野村美佐子

(公益財団法人 日本障害者リ/¥ビリテーション協会情報センタ一長)
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会場風景

湯j畢茂男氏による開会挨拶

炭谷茂氏による報告

野村 美佐子氏による閉会挨拶 寺島彰氏による報告

会場風景
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講師プロフィール

炭谷茂/Shigeru Sumitani 

社会福祉法人恩賜財団済生会理事長

公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会会長

ソーシヤjレフアームジャパン 理事長

1946年富山県生まれ。 1969年東京大学法学部卒業後、厚生省(現厚生労働省)に

入る。厚生省社会・援護局長、環境省官房長等を経て、 2003年7月環境事務次官に就

任、 2006年9月退任。現在恩賜財団済生会理事長、富山国際大学客員教授、学習院大

学大学院非常勤講師、 ドナjレド・マクドナルド・ハウス財団理事、朝日新聞厚生文化

事業団理事等を務める。

また国家公務員在職中から一個人として障害者、ホームレス、引き乙もりの若者、

刑余者などへの就労支援、貧困地域のまちづくりなど社会貢献活動に従事している。

最近の著書に「私の人権行政論J(解放出版社、2007年)、「環境福祉学の理論と実践」

(編著、環境新聞社、 2006年)、「社会福祉の原理と課題J(社会保険研究所、 2004年)

「地球環境問題の新常識J(共著、東洋経済新報社、 2004年)

寺 島彰/Akira Terashima 

浦和大学総合福祉学部教授

大学で障害児教育について学んだ後、身体障害者更生施設のソーシャルワ-力ーと

して 16年間勤務した後、厚生省(現厚生労働省)障害福祉専門官、国立身体障害者

リハビリテーションセンタ一国際協力専門官、同センター研究所障害福祉研究部社会

適応システム開発室長、同障害福祉研究部長等を経て現職。研究テーマは、障害者政

策と福祉機器を活用したソーシャルワーク。

社会福祉学会、介護福祉学会、経済政策学会、地域政策学会会員。日本障害フォー

ラム国際委員長、障害者放送協議会放送通信バリアフリー委員会委員長、総合リハビ

リテーション研究大会常任委員等を務める。社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員。
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開会挨拶

湯 津茂男

公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会事務局長

皆さんとんにちは。日本障害者リハビリテーション協会の湯津でございます。当協会の炭谷

会長を前に借越でございますが、主催者を代表いたしましてご挨拶を申し上げます。

本日は「ドイツソーシャルフアームの実地調査報告会」と題しまして報告会を持たせていた

だきました。大勢の方々にご出席いただき厚くお礼申し上げます。

日本障害者リハビリテーション協会は毎年、障害者支援と社会参加の促進を目指しまして、

さまざまなテーマでセミナーやシンポジウムを企画してまいりました。そしてとと数年、障害

者を含むいわゆる就業困難者が一般労働市場で働けるようにするための雇用形態でもあります

ソーシャルフアームに焦点を当てまして、乙の分野の専門家を欧州、|から招いてシンポジウムな

どを開催してまいりました。

今回は昨年に引き続きまして海外調査報告として、ソーシャルフアームに特徴のある、具体

的には法律を制定して積極的な公的支援を行っていますドイツを実地に訪問し調査をいたしま

した。本日のプログラムにございますように、報告 1としまして、はじめに、平成21年に発

足したソーシャルファームジ、ャパンの理事長で思賜財団済生会の理事長でもあります炭谷茂氏

による「ドイツ現地調査から学ぶ ドイツのソーシャルファームの動向と日本の方向と戦略」

と題してご報告いただきます。続いて報告2、浦和大学の寺島彰教授に「ドイツのソーシャル

ファーム訪問調査報告」をいただきます。その後、フロアからのご質問、ご意見もいただく時

聞があろうかと思います。どうぞ皆様には積極的なご発言、ご意見を頂戴できればと思います

のでよろしくお願いいたします。

終わりに、報告いただきますお二方には主催者を代表して厚くお礼申し上げますとともに、

今回の実地調査および報告会は、教職員共済生活協同組合様及び大阪府民共済生活協同組合様

のご支援をいただきまして、実施・開催するととができました。との乙とに感謝と御礼を申し

上げまして、簡単ですがご挨拶とさせていただきます。

本日はよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
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報告1

Iドイツ現地調査から学ぶ
ドイツのソーシャルファームの動向と日本の方向と戦略j

炭谷茂

ソーシヤjレファームジャパン 理事長

社会福祉法人恩賜財団済生会理事長

公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会会長

私はこの日本嘩害者リハビリテーション協会の会長を務めております炭谷と申します。今日

は「ドイツソーシャルファームの実地調査報告会」にとんなにたくさんの人が平日にもかかわ

らずご出席いただきまして、まず厚くお礼申し上げたいと思っております。

私ども、何とか日本にソーシャルフアームというものを普及させたいということでいろいろ

活動してまいりました。乙の活動のヒントを得ょうという乙とで、昨年度はイギリス、今年度

はドイツにまいりました。非常に成果は大きかったので、乙れをとれからの日本のソーシャル

フアームの発展に役立てていきたいという気持ちを持っております。

そ乙で、私の方からまず、今回のドイツの現地調査から学びました、これから障害者対策は

どうあるべきか、また、さらにソーシャルファームはどうしたら発展させることができるのか、

ドイツの実地調査を踏まえながらお話をさせていただきたいと思っております。

具体的にドイツの実情はどうだったかについては私の後に浦和大学の寺島先生に具体的な話を

していただきます。重複すると乙ろはもちろんありますが、詳しい具体的な内容は寺島先生の

方にお任せをしまして、私からはそれを再構成いたしましてお話しさせていただきます。です

からちょっとわかりにくい点はお許しいただきたいと思っております。

今回、お配りしたレジュメをご覧いただければと思います。これに沿いながらお話しさせて

いただきます。
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1 .総括として

( 1 ) ドイツのゲロルド・シユバルツ氏によって作成された調査プ口夕、ラムによって大変充実

した調査ができた。関係者に厚く感謝したい。

(2)障害者等社会的に問題を抱える人の人権の向上のため、また、現在の経済、社会的状況

に照らし、ソーシャルファームの重要性を確信できた。日本においてもソーシャルファー

ムの設立をさらに強力に進めていかなければと改めて思った。

(3) しかし、ソーシャルファームを設立・経営していくためにはいくつかの困難な課題があ

るととも事実である。乙れを克服していかなければならない。

(4) このためには政治面と社会面に関するマクロ的な戦略が必要である。

次に経営面と技術面に関するミクロ的な戦略が必要である。ソーシャルファームジ、ャパ

ンの役割は、極めて重要である。

(5) とれらの戦略の策定にはソーシャルファームの先進国で、豊かな経験と実績があるドイツ、

イギリス、イタリア、フランス、オランダ、フィンランド、ギリシャ等が大変参考になる。

固によってソーシャルファームの姿は、かなり差異がある。日本は、これらの固と密接

な連携・交流を取りながら、推進していきたい。ソーシャルファームジャパンとしてヨー

ロッパとの緋が一層強化されたととは、今回の成果の 1つでもある。

(6) とれまでの調査を踏まえ、日本は、日本の政治、経済、社会等の条件に適合した独自の「日

本型ソーシャルファーム」の確立を目指して行くべきである。

まず初めから、今回の調査に基づいて得たもの、総括を最初にさせていただきたいと思いま

す。今回の調査については後ほど寺島先生に話していただきますが、大変充実しておりました。

とれはとのプログラムを組んでくださったゲ、ロルド・シユJ¥}レツさん、乙の方は日本に既に

4回ほどお呼びして、一緒にソーシャルファームについて考え合ってきた人で、ございます。顔

なじみの方ですけれども、大変きめ細かいプログラムを組んでくれました。現在彼は、ポーラ

ンドのワルシャワに住んで、います。わざわざ調査にあたってはワルシャワから飛行機ではなく、

自動車でベルリンに来ていろいろ案内をしてくれました。彼はもともとドイツ人でして、ベル

リンと言っても共産圏の方の東ベルリンに生まれ育ったので、すが、現在はワルシャワに住んで

いますが、わざわざ来てくれました。彼はドイツのソーシャルフアームの、いわば設計者、パ

イオ二アという位置づけです。ですから大変人脈もあり、現状にも通じているという乙とで、

きめ細かい配慮をしてくれました。また日本側の連絡に当たっては、司会を務めてくれている

野村さんがああでもない乙うでもないというととで、いろいろと注文を付けましたので、大変

いい結果ができたのではないかと思います。とのような調査ができたのも、 10年近くにわた

るシュバルツさんとの長い交流の結果だろうと思います。厚く感謝している次第でございます。

今回の調査を得ての結論を先に申しますと、やはりソーシャルファームというのは絶対に必

要だという乙と。現在のドイツを含め、ヨー口ッパ先進国の障害者対策だけではなく、障害者

を含めて社会的に不利な立場にある人の今後のいわば人生を考えると、ソーシャルファームと

いうものは絶対不可欠な存在であるというととを確信したわけです。それに比べて日本ではま

だまだ進んでいないなというととで、一層努力しなければいけないという乙とが今回の最大の

結論、もしくは確信に至ったわけでございます。
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しかし、乙れまで我々が学んでまいりましたように、ソーシャルフアームをやろうと思って

もなかなか難しい。どういう仕事をしたらいいのか、お金をどうするのか、どうやってモノを

売ったらいいのか。いろいろなつまず、きがいっぱいあります。なかなかスムーズにいきません。

ドイツも同様でした。しかしドイツはそれらを克服しました。大きく言って克服の仕方は 2

つの分野に分かれると思います。

1つはマクロ的な戦略、乙れがドイツではしっかりとられていました。政治的な面、社会的

な面、この2つにわたってしっかりとした対策がとられていた。つまり政治的な面とは、政治

家に障害者対策、また、ソーシャルファームというものを理解してもらい、それを法律面、財

政面で制度化してきでいる。これは 1つの政党だけではなくすべての政党が援助してくれてい

る。また、社会面では、乙れまた私の今回得た強い確信ですけれども、国民の障害者に対する

理解。理解というよりも障害者に対する考え方が日本と全く違いました。乙乙の成熟性、との

部分がなかなか日本の社会ではまだまだだなと。乙れも 1つの私の今回ドイツで学んだ乙との

大変大きな点です。社会面、国民全体。その中にはもちろん企業支援や団体の支援もあります。

しかし、それよりも幅広い一人ひとりの国民の障害者に対する態度が全く違います。どんな態

度なのか。乙れは私の 1時聞にわたる話の中で明らかにしていきたいと思います。乙れがマク

ロの戦略ですね。

ミクロの戦略は、つまりソーシャルフアームを作っても経営がうまくいかないという経営面。

そして技術面、どういうふうにしてソーシャルフアームの製品を作ったらいいのか。その両方

の面、乙れがより具体的になります。とれについてもドイツは大変工夫していることがわかり

ました。こういう両面、マクロ面、ミクロ面、両方しっかり組み立てないと、ソーシャルファー

ムというものは日本でもなかなか育ってこないのかなという意識を持ちました。

( 5 )に書きましたが、昨年はイギリスにまいりました。今年はドイツです。両方、全部違

うのですが、両方から得たものは大変大きいです。ソーシャルファームジ、ャパンでは今年6月

にフランスから、やはりソーシャルフアームの一種で、あるジ、ヤルダンという組織を招きました。

それから日本障害者リハビリテーション協会では以前、イタリアの人を招いたりオランダの人

を招いたりして勉強しました。それぞれ固によって違うんですね。そして固によってそれぞれ

工夫をしてされている。これがソーシャルフアームの 1つの特徴でもあるのです。 1つの型だ

けではないのです。一言で申しますと、昨年度行ったイギリスは経験主義です。これはイギリ

ス人らしいところです。物事を歩きながら考える。だからあまり体系的にしっかりしたものは

ない。しかし悪い点があれば少しずつ直してい乙う、これがイギリス流です。

一方、 ドイツは、皆様方お気づきのように、大変理論的にしっかりしています。論理的と言

いますか体系的にしっかりしている。日本人に比較的近いのかなと思いました。ですから強力

にソーシャルフアームが進行しています。これがドイツ流。イタリアは、生活協同組合の形を

とって進んでいる。フランスはどうか。フランスは宮僚国家ですので、ですから国家の支援が

大変大きい。そして一つのジヤルダンの組織でいえば 3，000人の、これは主に刑務所からの出

所者ですが、その人たちの社会参加をするための活動をしている。そしてジヤルタ、ンの組織で

はそれぞれの農業においていろんな工夫をしながらやっている。つまり農業国ですね。そうい
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う違いがある。それからゲロルド・シュバルツさんの住んでいるポーランドなと、で、は法律を作っ

てやっている。

それぞれ固によってこのように違うのですね。それぞれ国の遣いがありながら発展している。

乙とが重要だと思うのです。どうもソーシャルフアームというのは 1つの型ではないですね。

1つの国だけを勉強して「乙れがソーシャルフアームだ」とノ思ってやっているとうまくいかな

いわけです。ですから (6)に書きましたけれども、日本的な風土に合った日本型ソーシャル

フアームを求めることをさらに求めていく乙とが肝要かなというのが結論として持っています。

また、我々はそれぞれ違いますけれども、それぞれの国との交流をしっかり持っていきたい。

例えばイギリスに昨年行ったおかげで常にイギ、リスから、今はインターネッ卜の時代ですから、

インターネットで情報をくれます。また、 ド、イツに行った結果、 ドイツとも綿密に一緒になっ

て考えていこう。フランスも同様です。フランスのジャルダンとも何か一緒に製品を作つては

どうかというプロポーズもいただいています。このようにヨ一口ッパと一緒にやる乙とによっ

て、日本のソーシャルファームは発展していくと思っていますし、その礎になったのは、今回、

また昨年の調査だろうと考えています。

2.ドイツの障害者施策の基本

そとで2です。ソーシャルフアームと離れて、ちょっと大きなととをお話しします。乙乙が

大変肝心なととろだと思います。

私自身、実はドイツに行ったのは今回が初めてです。あまりドイツの福祉に関心を持ってい

た方ではありません。主にイギリスや北欧を勉強していましたので、 ドイツの福祉なんて大し

た乙とないという乙とであまり勉強してきませんでした。いや、今回行って、大きな誤りだっ

た、ちょっと損をしたなという気を持っています。と申しますのは、 ドイツの障害者対策は哲

学的な意味で大きな要素を持っています。

(1)社会の一員としての通常の暮らし方

① 障害者の人権の確立

日本と比べ特に精神障害者施策は 30年先行している

当事者、関係団体の運動。政治、行政の対応。何よりも国民の態度

(1)に書きましたけれども、障害者といえども社会の一員として通常の暮らし方ができる

乙とを追求する、これが基本に置いている。乙れが理屈、スローガンではなく、それを追い求

めて現実に、我々が見たのはベルリンとハンブルグだけですが、その都市の中で経験するとと

ができました。

障害者対策、日本も充実しました。しかし日本はまだまだヨーロッパと差があるなと思いま

した。私はイギリスと日本では特に精神障害者については 30年遅れていると今で、も思ってい

ます。ドイツともやはり少なくとも 30年遅れている。そういう状況が今あると思っています。

精神障害者だけではなく、身体障害者、知的障害者など他の障害についても日本とドイツの差

は残念ながらまだまだあると考えています。
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なぜそうなるのか。乙れは政治や行政の役劃もあります。それからまた障害者自身の運動、

それを支える民間団体の力もあります。しかし、何よりも、ここが肝心ですが、理屈の世界で

はありません。実際に感じたのは、国民の理解・態度、それが違うのですね。よく、海外に行って、

北欧に行って、北欧の住民の方々は弱者を助け合っているとかきれいごとを書く人がいますけ

れども、今回の場合は、そういうものではなく国民一人ひとりが障害者を 1人の人間としてちゃ

んと接している。乙とが違うのだなと。乙の感覚というのは、やはり乙れからの日本が目指す

べきととろだと思っています。

② ノーマライゼーションを超えてソーシャルインクルージョンヘ

ソーシャルインクルージョン政策も 1つの過程・手段として認識しなければなら

ない次の段階は何か?

グレンツファールホテル (HotelGrenzfall)の場合

サービスの水準、客の利用は、一般のホテルと全く同様である

これまで戦後の障害者対策はノーマライゼーションを中心にして行ってきました。次の段階、

20年ぐらい前からノーマライゼーションを克服して、現在はソーシャルインクルージョンに

移りました。今回もドイツに行って、ノーマライゼーションと言う人は誰もいません。今はソー

シャルインクルージョンに基づいてとのようなソーシャルファームをやっている、障害者対策

をやっているという話でした。ノーマライゼーションにしろソーシャルインクルージョンにし

ろ、乙れは手段です。目標ではないです。目標ではなく政策の手段です。ですからそれが次か

ら次に変わっていくというのは、ある意味当たり前の話です。

今、私が今回の調査を踏まえて思っているのは、日本はまだノーマライゼーションにとどまっ

ているというとと。ヨーロッパで考えれば既に 20年前に終わった話をまだやっているという

のが日本の状況だと思います。そして今はソーシャルインクルージョン。どうもソーシャルイ

ンクルージョンも手段というのはもう不必要になってきたのかなと。もう次の段階にきている。

次の段階の言葉はまだ文章化されていませんけれども、次の段階にもう入っていると思ってい

ます。

例えば、私どもは 5日聞にわたってグレンツフアールホテルというホテルに泊まりました。

ここは一種のソーシャルフアームです。所有者は教会です。しかし経営をしているのはホテル

のプ口で完全なる黒字なのです。そして 37名の従業員がいます。私自身、済生会の理事長に

なる前はリゾートホテルの経営者でしたので、ホテルについてはある程度の感覚があります。

37人というのは確かに従業員としては多いと思います。というか多すぎます。 37人の従業員

のうち、なんと 31人が重度障害者という状況です。我々はグレンツフアールホテルというの

はソーシャルファームだという乙とがわかっていましたから、着いた当時からどうかな、とい

う目で見ていました。レセプショ二ス卜に会うと、この人は精神に障害を持っているな、レス

トランに行くととの人は聴覚に障害があるなというのがわかる。しかし、乙乙が重要ですが、

マネージャーに聞くととこに宿泊する人の 75%は、乙とがソーシャルフアームのホテルだと

は知らないで泊まっている、普通のホテルとして選択している。日本で言えば楽天のインタ-
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ネット予約システムに基づいて泊まっているだけ。そして誰も気がつかない。あの人が障害を

持っているなとは気がつかないし、特別にも考えていないということです。そうやって選択さ

れている。このホテルが普通のホテルと全く同じ扱いになっていて、一緒になって競争してい

る。ここが違うのですね。障害者がやっているホテルだからもっと利用してくださいというよ

うなととではなし 1つの経済主体として通常の経営をしている。そして利用する方も特別な

感情を持っているわけではない。ここにドイツの障害者対策の成熟度、現在の達成度というも

のを感じます。

ですから、ノーマライゼーションというのはまずはバリアフリーとか、段差をなくそうとか、

障壁を除乙うとする。ソーシャルインクルージョンは、さらにその人たちを社会に包括するた

めのダイナミックな動きをする政策です。しかし、今は第3段階にきているわけだと思います。

(2)原点はナチスによる障害者虐殺の歴史の深い反省に立って推進

消す乙とのできない歴史

ホロコース卜と同様

とのような歴史は決して最初から、 ドイツ人が特に優しいから、人権意識があるから発展し

たわけではありません。乙れは残念ながら悲しい歴史、 (2)に書きましたが、ナチスの障害

者虐殺の歴史の反省に立っているという乙とも事実です。ホロコース卜、 600万人のユダヤ人

が虐殺された。それと併せてナチスは障害者を虐殺した。この反省を踏まえて、乙の歴史的教

訓を現在でも大切にしながら、今、障害者の人権を拡充してきた。乙れが今日ではごく自然に

受け止められていると思っています。

(3)制度的・財政的枠組みが綿密に設計されている

園、州政府の明確な意思

2001年にソーシャルファーム関係法の制定

ドイツ社会法典第9編 132 条~ 135条 (5GBIX)として規定

手厚い財政措置

( 3 )のように、このような動きを受けて政治の世界では、制度的、財政的な枠組が綿密に

構成されていると感じました。 2001年にはソーシャルフアーム法というものが、単独法では

なく、 ドイツ社会法典という大きな法典の中の一部に組み込まれていますけれども、その中に

位置づけられているわけです。そして手厚い財政援助を併せて入れてソーシャルフアームの発

展に寄与してきたということです。

3. ソーシャルファームの基本知識(初めての人のために)

今日参加しておられるうちのかなりの人は、ソーシャルファームは何なのかというととは既

に予備知識として持っていらっしゃいますけれども、初めての方もいらっしゃると思います。

そとで、ソーシャルフアームの概念について簡単に説明します。 3の(1)です。とれはいず
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れも 2010年のシンポジウムのときに、今回案内していただいたゲ口ルド・シュバルツさんの

ものを引用しています。

( 1 )ソーシャルファームの概念 ソーシャルファーム・ヨ一口ツI~ (CEFEC)による(1997年)

2010年の日本障害者リハビリテーション協会主催のシンポジウムでのゲロルド・

シュバルツ氏の資料より

①ソーシャルファームは、障害者あるいはその他の労働市場に起きて不利な立場にある

人々を雇用するために作られたビジネスである

②ソーシャルファームは、その社会的使命を追求するために、市場志向の商品やサービス

の提供を行うビジネスである

③ソーシャルファームの従業員の相当数が、障害者あるいはその他の労働市場において不

利な立場にある人々である

④各従業員は、仕事内容に応じ、市場の相場に従って賃金または給料を支給される

⑤労働の機会は、不利な立場にある従業員と不利な立場にない従業員とに、平等に与えられる

⑥すべての従業員は、雇用に関して同等の権利と義務を持つ

ヨーロッパの統一の定義です。

①ソーシャルファームというのは嘩害者などその他労働市場でなかなか通常の仕事が見つか

りにくい人、そういう人に対する支援、就労の場である。

②ビジネス的な手法として行う。

③すべてが嘩害者などの当事者ではなく、相当数いるというととになっています。乙れは固

によって割合は違います。少ないととろでは4分の 1、多いととろでは2分の 1。大体その範

囲に収まっているだろうと思います。

④⑤@ですけれども、障害者など当事者も通常の労働者と同じ賃金、同じ労働条件で勤務を

するということになっているわけで、す。

ですから簡単に言えば、ソーシャルフアームというのは、障害者などの何らかのハンディ

キャップを持っている人、通常ではなかなか一般企業では働けないという方に対して通常の労

働者と同じような勤務ができるものを提供する、そういう企業体です。

(2) ドイツの状況

① 2007年現在約 700のソーシャルファーム

② 従業員 1社平均 28人

③ 年間売上高 1社平均 100万ユー口(1億4千万円)

④ 従業員の 25'"50%が障害者

ドイツの状況です。少し古い資料ですが、 2007年現在は 700のソーシャルフアーム。

現在はもっと増えていると思います。従業員は 1社当たり 28人。年間売上高、 1社当たり

100万ユ一口、 1億 4，000万円。従業員のうち 25"-'50%程度が嘩害者となっているのが4年

前のゲロルドさんの発表で出ています。現在も多分、多くのととろは変わっていません。ただ、
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数は当然増えているわけです。

ですからつかんでいただくイメージは、私どもが今度訪れたところは、後ほど寺島さんにお

話しいただくように、小さいイメージで全くないんです。日本でいうところの中小企業の真ん

中くらいのイメージです。よく大田区などの中小企業を訪れますが、あの中でも大きいととろ

のイメージです。本当に小さい町工場のイメージではありません。日本の福祉作業所のイメー

ジから大きく離れています。もっと大きい、中小企業でも大きい方の工場だと考えればいいの

ではないかと思います。従業員の数も我々が行ったところも 100名近くいらっしゃるのでは

ないかと思います。広大な、例えばインテグラというところに行きましたけれども、そとでは

トラックが 5'"'-'6台いましたし、敷地面積は小学校のク、ラウンドぐらいあったのではないかと

いう感じがあります。

4.ドイツでソーシャルファームはなぜ、必要になったのか

( 1 )障害者の働き方の転換

① 通常の労働者として働きたい

被保護労働から脱して

福祉作業所の 30万人が就業

福祉作業所の就業者は、 30年前は毎年4%増加

高齢化、家族の変化、経済不況

事業者と契約

労働市場の一員

→ソーシャルインクルージョンの推進のために障害者権利条約が後押し

精神障害者の生活や就業状況に大幅な改善が要するという調査も出された

ドイツでなぜソーシャルフアームが必要になってきたかというととです。

まず(1)、乙れが強調したいと乙ろですけれども、障害者の働き方の転換を図りたい。こ

れは障害者自身からも出てきました。通常の労働者として働きたい。とれまでは日本では残念

ながらとの段階にとどまっているとおもうのですが、被保護労働から抜け出したいと。当時、

ソーシャルフアームが考えられたときは、 30万人の福祉作業所、日本で言えば障害者自立支

援法に基づく施設、昔で言ういわゆる授産施設のイメージで、 30万人が乙乙で働いていらっ

しゃいました。しかしそ乙は日本の状況とほとんど同じです。給料も安い。仕事も自分に合わ

ないという状況です。でも就業希望者は毎年4%ず、つ増えていったというととです。当然、高

齢化して障害者が多くなった、また核家族化によって自分たちを支援してくれる人、面倒を見

てくれる人が少なくなったという事情。全く日本と同じです。そこで通常の労働者として働き

たい、事業者と労働契約を結んで働きたいという乙とが出てきました。なかんずく、乙れは政

府の調査でも出てきたのですが、精神障害者の就業状況もよくない。これは問題だという乙と

も明らかになり、これが後押しをしております。

こういうととが第2番目の理念であるソーシャルインクルージョンの推進のためにも、乙の
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ソーシャルファームが必要だと言われたわけですけれども、障害者権利条約の批准が大きな後

押しにもなったという乙とを話してくれました。

ですから乙れは、障害者自身が自分たちは一人の人間として一人の人生を得るために乙うい

う働き方をしていいんだということが起こってきた。乙れが 1つです。

② 支援団体の活動と政治の動き

1985年 1月に設立された FAF{ソーシャルファーム支援機構)が政治家、労働省ヘ

ロビー活動

まず精神障害者、刑務所出所者関係が重点要望

→圧力団体の必要性、有効性

1987年 FAFはバイエルン州で補助金を受けてソーシャルファームを設立成功事例

を示す

超党派の政治家の理解

2001年にソーシャルファーム関係法の制定

社会保障法典に規定

→法制度がソーシャルファームの推進力に

③ 障害者以外の刑務所出所者、長期失業者、高齢者、障害者に該当しない難病等の患

者等はどうか

ドイツでは現在は重視されていない模様

→しかしソーシャルファームの趣旨からして対象からは絶対に外しではならない

2番目、これを支援する団体の活動とそれに呼応した政治の動きがドイツにあったというと

とです。 1985年1月に FAF=ソーシャルフアーム支援機構が設立されました。と乙に我々が

行ってまず、全体像を教えていただきました。彼らは労働省へロビー活動を活発にいたしました。

狙いは、まずは遅れている精神障害者、また刑務所からの出所者。との2つの就業問題をとら

えてキャンペ-ンをします。乙のキャンペ-ンが大変大きな成果を招いた。だから日本でもこ

のような社会キャンペーンというものが重要だろうと思いました。

1987年、 FAFは/¥イ工ルン州、|で補助金を受けます。 ドイツは州単位で物事が動いています

ので、この州の補助金が大変役に立つと、案内をしてくれたシュバルツさんもおっしゃってい

ました。

FAFは、こんな働き方は重要だと理屈で言っても、誰も政治家も相手にしてくれない、こん

な乙とできるわけがないだろうという乙とで相手にしてもらえなかったというんです。それで

あれば何とか自分たちで実績を示さなければいけないと。それにバイエルン州が応えてくれた。

当時始めたときに FAFの人たちが言われたのは、どうせとんなのは放っておけば自然に消滅

すると。つぶれるに決まっていると言われたということでした。そ乙で逆に、歯を食いしばっ

て頑張って成功させないといけないと努力をしました。それが成果を現し、成功するわけです。

乙れに超党派の政治家が動きました。 2001年には法律ができ、これが法制度によってソーシャ

ルファームの推進力になったということを話してくれました。
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この発足は、刑務所からの出所者や精神障害者の就労の場を作るために起こったわけですが、

現在、我々が調査をした限りでは、障害者以外の刑務所出所者、長期失業者、高齢者、障害者

に該当しない難病患者という人たちもいらっしゃるはずです。当初、ソーシャルファームを起

とすときは乙ういう人たちにも力を入れようと起乙ったのですが、どうもヒアリングをしてい

る感じだと、こちらがどうもなおざりになっているので、はないか、問題が多いのではないかと

いうふうに思いました。現在は障害者を中心にすすめられているという感触を持ちました。

なぜなのかというと、後ほどお話ししますけれども、嘩害者の雇用率を満たしていない団体

からは賦課金をとります。その賦課金をもとにして施策を打っている。そういう関係も大きい

のではないかという印象を持っています。

(2)ソーシャルファームの財政効果

FAFの制度要求の根拠にする

政治家、行政の説得材料に

福祉作業所は 1人年 13，567ユー口 (190万円)を要している

ソーシャルファームはず、っと少ない

社会福祉経費の増嵩による財政難

→乙れを重点的に強調することはどうだろうか

次に 2番目の財政効果。乙れはFAFの幹部がさかんに強調していたのですけれども、ソーシャ

ルファームの方が、財政効果があるのだという説明をしたということです。

福祉作業所はドイツの場合は 1万 3，576ユ一口、日本円に直すと 1人当たり 190万円のお金

がかかっている。それに比べてソーシャルファームは経費が安く済みますと、政治家や行政を

説得していたというのです。なるほど人間というのはとういうととを説明すると、日本では財

務省なんかが飛びついてくれるのかなと思います。しかし手段と目的を混同してはいけない。

あくまで目的は、財政削減ではないです。乙れが当初から目的化してしまうと、何のためにやっ

ているのかという乙とになります。ですからあくまで、乙れは結果で、あって、とれを目的にする

と、変なおもしろくない方向に走ってしまうのではないかと私は思いました。

(3)これからの新しい国家政策として必要になったととも大きいと考えられる

(今回のヒアリン夕、対象者からは直接的な言及はなかったが)

日本を含め先進国共通の方向である

① 障害者の人権尊重の徹底

② 金銭・サービスを給付する福祉政策から就労を保障する政策ヘ

これによってソーシャルインクルージョンを図る

国家政策としてもソーシャルフアームは必要になってきたのではないかと思っています。

これからの先進国共通の国家政策、社会政策というのは、障害者などの人権尊重を基本にし

ないような国家というのは、国家として存在は許されなくなってきている。とういうことが先

進国の共通の国家政策だと思います。日本の場合は残念ながら、そういうふうにあらねばなら
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ないというふうに希望を含めなければいけないのですが、やはり国家というのは、障害者、難

病患者、高齢者、社会的に弱い立場の人で、あっても人権というものをしっかりと守っていく、

向上させていしそれが国家政策の基本だろうと思います。

そして今は、単に 20世紀型の福祉のように、再分配をする政策、つまり金銭やサービスを

交付する手段から、みんなが社会に参加をする、そしてその手段として就労を促進する、そう

いう方向に移っているのだろうと思います。これによってソーシャルインクルージョンが図れ

るということを、国家政策の基本に先進国はしているのだろうと考えています。

5. ソーシャルファームの社会政策としての意義

(今回の調査から炭谷が考察したとと。 6も同様)

ではソーシャルフアームの社会政策としての意義はどんなものがあるのか。乙れは直接乙れ

に焦点、を当ててヒアリングするということはしませんでしたけれども、乙れまで我々が 1週間

にわたる調査の結果、私なりに整理したものです。

( 1 )既存の社会政策の限界

① 対象者を保護対象として捉えている

このため人間の尊厳性の確保、人権保障に問題

② 非効率的支出、国民負担の増大

低成長、少子高齢化

サービスの質の低下、供給量の限界

③ 官僚・行政組織の肥大化

権力的な運営。ムダな財政支出

④ 対象者のモラルハザード、不正受給を招く可能性

(1)既存の社会政策の限界ということです。

つまり日本はまだまだ乙うではないかと思うのですが、対象者、つまり障害者などをあくま

で保護する対象として現在でもとらえている。これではいけないのではないかというととで、

冒頭以来私が強調している人権というもの、また人間の尊厳性というものを確保しなければい

けない。残念ながらとれまでの福祉障害者政策は保護対象としてとらえていたのではないか。

②、非効率的支出、国民負担の増大。これが出てまいります。少子高齢社会、低成長、それ

によってサービス量は限界があり、またそれに伴って質の低下もきたしています。

③、乙れは日本において強調しないといけないと思いますが、福祉政策になるほどメニュー

はたくさんそろいます。それに応じて役人の数、事務費が増大する。大体 1つの制度を打つ、

例えば 100億円の制度を打つと、 10%は行政の管理費用です。これは大変無駄な話です。せ

めて 100億円全部が福祉サービスに使われればいいんだけれども、 10%は必ず人件費や事務

費に使われてしまう。乙のコストが膨大にふくらんでいる。乙れは日本だけでなくドイツや先

進国、共通した問題です。

④、残念な乙とにこのような福祉の給付というのはともすればモラルハザードがある。よく

-19-



言われますね、せっせと働くより生活保護をもらって休んで、いたほうがいいやとか、不正受給

という問題もある。乙れは一般の人から批判も出てまいります。

(2)ソーシャルファームの社会政策としての意義

① 当事者の生きがいの増大、人間性の尊重

② 事業者の創意工夫、サービスの質の向上

③ 当事者、事業者、住民の参加によるソーシャルインクルージ、ヨンの確立

④ 行政組織の簡素化、行政管理費用の節減

それに対して、ソーシャルフアームの社会政策としての意義ですけれども、先ほど来、強調

していますように、当事者の生き甲斐の増大、人間性の尊重、そして障害者の人生の送り方、

また自分の人生の選択の拡大になるという面があります。

②、サービスを提供する事業者自身がいろんな仕事が考えられる。そして質の向上にもつな

がってまいります。何よりも、当事者だけでなく、事業者、また住民もそれに協力する。また

それを利用する国民も乙れに参加するととによってソーシャルインクルージョンの確立が図れ

る。そしてソーシャルフアームは官僚組織の中に属しませんので、行政組織の簡素化、または

行政管理費用の節減につながっていくわけです。

6.ソーシャルファームの経済政策としての意義

( 1 )経済主体の 1つとして

既存の経済主体へのけん制勢力になりうる

株主の利益追求を第ーに考える既存の主体

公益面の欠知

公益的利益を利益の確保と同等に重視

それでは経済政策としては、どのような意義があるのか。

とれはソーシャルファームが 1つの経済主体になっている。いわば民間企業と同じように伍

していけるような位置づ、けになっているので、す。

民間企業は言うまでもなく同じ仕事をしていても究極的には利潤を目的にしている。金儲け

を目的にしている。とれはいい悪いではなく、企業として当然のととだと思います。利潤を追

求する。それに対してソーシャルフアームは利潤を目的にしていません。あくまでも当事者の

利益。利益は上げなければいけませんが、利潤は目的にしておりません。そして一般企業は利

潤を目的にするために、どうしても、ともすればいろいろな面で支障が生じます。それに対す

るカウンターパワー、抑制力として民間企業の代わりにソーシャルファームがあるよというと

とになれば、国民はソーシャルフアームという経済主体を選択するととができる。そとからで

きたサービスや商品を買うととができるわけです。

同じようなととは、製造だけでなく例えば商品の販売も。生活協同組合も似たような位置づ

けですが、一般の民聞がやっているスーパーに対抗して生活協同組合がある。生活協同組合は
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利潤を目的にしているスーパーマーケッ卜に対する牽制力。自分たちは市民に安心な商品を届

けるのだという考え方の牽制力になるのです。それと同じような役劃がソーシャルフアームに

できている。小さい組織だったらそういう役割は持たないですね。大きな力を持つから民間企

業と伍していけるのではないかと思います。

(2)ビジネス的手法による効率化

それから経済の面から言えば、ビジネス的手法で行いますので、効率化の面で経済政策とし

て成り立ちます。

(3)国の経済への貢献

また、乙れが大きな 1つの GDP、富を生みますので、国民経済への貢献という面で考えら

れると思っています。

7. ドイツのソーシャルファームの設立の経緯

(1) 2000年代初頭から中央政府から福祉作業所に対してソーシャルファームを設立するよ

うに強い要請・圧力

現実には福祉作業所側がしぶしぶ設置したソーシャルファームが多い

FAFや政府がソーシャルファーム構想を提案した当初から既存の福祉団体の大勢は、ソー

シャルファームに消極的

インテグラ(Integra)

J~ーティー用品のレンタル

厳しい競争の中で発展

→日本の社会福祉法人が社会貢献の一環としての導入が検討する価値がある

では、 ドイツではどのようにしてソーシャルファームが発展してきたのか、今回、学ぶ乙と

ができました。

昔からソーシャルフアームがあったわけではありません。 2000年代初頭、大体 1980年代

後半から徐々にこのような発想が出てきた。国のレベルで出てきたのは、 21世紀に入ってか

らです。ととにはやはりドイツの体系的、理論的な徹密さがあるのですね。国のレベル、乙れ

は連邦政府は社会福祉をやっている事業者、向乙うは社会福祉の法人格のようなものはありま

せんけれども、例えば教会や労働組合など福祉をやっている団体がド、イツの福祉を担っている

わけですけれども、そういう団体に対して、あなた方はソーシャルファームを必ず作れという

ふうに強引な行政指導をやるのです。例えば日本的に言えば社会福祉法人が授産施設をやって

いる。それはちゃんと公から税金で面倒を見ている。いや、それだけじゃダメだと。自発的に

ビジネス的手法でやるソーシャルファームも必ず、作れというととを強引に行政指導される。こ

れは聞きませんでしたが、もしやらないなら、片方の、いわゆる税金でできている福祉作業所

に対する予算を手加減するよというようなととは、内々であうんの呼吸で、伝わっていたので、は

ないでしょうか。
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乙れに対して福祉側は、本当に消極的、渋々ですね、乙んなものやりたくないなという乙と

を言ってくれました。みんな反対だった。賛成した人はほとんど、いなかった。乙んなことはや

りたくない。あくまで福祉作業所のように税金でちゃんと面倒を見てくれると乙ろで、あくま

でそれだけに集中したい。乙んなにビジネスだとか自分たちで稼がなきゃいけない、こんなの

やりたくないよと。みんな反対。喜んで、ゃったところはほとんどなかった。皆無というのは言

い過ぎですが、イメージとしてはほとんどが反対だったと言っていました。

しかし、 ドイツも 1つの官僚国家なのでしょう。国の権力が大変強いととろです。相当、強

引に、やってないところにはやれというふうな強い行政指導をしたと聞きました。例えば、後

ほど寺島先生が紹介してくださいますけれども、インテグラという団体。インテグレーション、

まさに統合という意味です。乙れも日本流でいえば、社会福祉法人の 1つのようなものだと思

います。そ乙は福祉をやっていた。非常に発展していました。 ド、イツの大きな社会福祉をやっ

ている団体ですけれども、そこに国の方からソーシャルファームを作れと命令がきた。そこで

内心はやりたくないと言っていたのですが、やらざるを得ない。やる以上は成功しなくてはい

けないというととで、ゃったのはパーティー用品のレンタルを始めたというのです。それから

清掃事業も始めた。小さし¥小学校くらいの大きさはありました。そしてパーティー用品、例え

ばお皿やフォークを貸すのです。日本ではそういう商売は少ないのではないかと思いますが、

ベルリンでは 20ぐらい、競争相手が大変多いです。そういうたくさんの競争相手の中で、やっ

てきました。

私は、これも 1つのやり方かなと思いました。最近、日本の社会福祉法人は一体何をやって

いるのかわからない。自分の法律の制度のととしかやっていない。例えば介護保険なら介護保

険で、お金を送ることしかやっていないという批判があります。 ドイツのやり方は、確かにこ

れから社会福祉法人も、老人特養で 1施設当たり 3億円も貯金を持っている。私は、これは正

しくないと思っていますが、お金をたくさん貯め込んでいる。乙れを吐き出させようというの

が現在の財務省の考え方ですが、その批判は一部当たっているところがあります。社会福祉法

人といえども、自分たちが持ち出して、新しい分野、国が何も面倒を見てくれないという分野

でやるべきだと。とれはやはりドイツの例が私は大変参考になりました。

(2)ソーシャルファームとして独自にスター卜した会社もある

これに属する会社は、積極的な姿勢を有するので、成果を挙げている

工Jレコテック (Elkotec)

電気器具の組み立て

経営者、労働者の意欲は高い

事業規模も拡大中

一方、現在のドイツのソーシャルフアームは 2種類あります。今のように既存の社会福祉法

人のようなものがやっている団体に行政指導で、やらせたもの。もう 1つは、ソーシャルフアー

ムのためだけに起乙ったソーシャルフアームです。乙の方がいいですよね。自分たちは障害者

などの当事者のための仕事場を作ろうという意気に燃えている。そういうところに我々は訪れ
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ました。

インテグラは大変立派な活動をしていましたけれども、より活発な活動をしていたのが、例

えばエルゴテック。乙れはソーシャルファームを作るための団体で、した。と乙もまさに、日本

でいえば、大田区や川崎市にあるような中小企業の大きい方の工場だと思います。医療機械、

電気器具、自動車部品を作っています。その経営者にお会いしましたが、もうバリバリの経営

者です。そして常に拡大をしている。で、も彼らの中心は障害者の就労の場を作ろうというこ

とで 20数年前に始めた。初めは 2人で、作って、今では何人でしょうか、後ほど出てきますが

100人近くは働いている。そして医療機器や電気機器、自動車部品ですから、商品検査が大変

うるさいです。もちろん何かがあったら自動車が故障するわけですから、商品検査が大変厳し

い。そういうものをやっています。給料は、その業界の平均だと言っていました。

8.ドイツにおけるソーシャルファームに対する助成

(1) EU等から先進的な導入のための補助

設立に有益な役割を果たす

ベルリン市もソーシャルファームの先行事例に補助

ドイツにおけるソーシャルフアームへの助成。

去年行ったイギリスの場合は、あまり特別な助成措置はとっておりませんでした。それに

対してドイツはいろいろ助成措置をとっておりました。最初に、 EUやバイエルン州のように

地方単独の補助金が先導的な役割を果たした。シュバルツさんも乙れを利用してソーシャル

ファームを発展させてきた、大変大きな役割を果たしたと言っていました。

(2)運営費

一般金業(従業員20人以上) 5%の障害者雇用の義務化

障害者を雇用すると

給料の平均50%(20 '"'w 60%)を6月'"'w1年半国が援助(一般財源)

その後重度障害者については、 30%を3年間援助(雇用率の賦課金を財源)

ソーシャルファームで重度障害者が25%以上いる場合

1人月 205ユーロ (28，000円)を継続して支給

それから運営費です。これは一般的に日本にもありますが、障害者を雇用する事業所に対し

ての補助金制度が活用されている。しかし乙れも、 3年聞を限度にして穴埋めしている部分が

あります。ソーシャルフアームで、は、重度障害者が 25%いる場合は 1人当たり月 205ユ一口。

これは、限度はありませんが、それを支給して支援しています。ソーシャルフアームはその分、

下駄が震かされているわけです。
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(3)雇用開始時の設備投資費用

ソーシャルファームで障害者を 1人雇用すると平均 25，000ユーロ (350万円)

業務内容によって異なる(例:印刷業7，000ユーロ (98万円))

雇用時の設備投資。わかりやすく言えば障害者が働きやすくするためにコンビュータを入れ

なきゃいけない、 トイレも改造しなくちゃいけないというととがあると思います。乙れの補助

金、設備投資費が出されています。業種によって違うようです。

(4)貸付

ソーシャルファームには必要経費の 50%を固から融資

それからさらに、貸し付け。お金が足りない場合、必要な経費の 50%を国から融資が行わ

れています。

(5)コンサルタント料

ソーシャルファームには初年度4，500ユーロ(63万円)、以後年2，500ユーロ(35万円)

大変役立っている

それからコンサルタント。こういうことをやろうとする人は経営に対するノウハウがない。

経験がありません。こういうものについてコンサルタン卜の費用を支援している。実際やって

いるコンサルタン卜の人にもお会いしましたけれども、もともとは会計事務所をやっていた一

般のコンサルタン卜でしたけれども、障害者の問題に理解がある人がやっていて、大変効果が

あるとお聞きしました。

(6)消費税の特別措置

ソーシャルファーム等税制上の非営利団体は7 %

一般は 19%

乙れは大きなことで、消費税の問題。 ドイツは大変高くて一般は 19%です。ですからホテ

ルに泊まると 19%が加算されます。内税なのでわからないですね。外税ではなく内税です。

しかしソーシャルフアームだけで、はありませんけれども、非営利団体には、それを含めて 7%

に抑えられています。ですから我々は最初、グレンツフアールホテルに泊まりましたけれども、

一般のホテルでは 19%高い料金を払っていますけれども、グレンツフアールホテルでは 7%、

つまり 12%安いです。それが大きな支援になっている。レストランもそうです。ソーシャル

フアームのレストランでは消費税は 7%しかかからない。でも払う人はわかりません、内税で

すから。乙のレストランは安いなと、値段で安くしていると乙ろもあれば、消費税が低い分、

余計に障害者を雇って、手厚いきめの細かいサービスをしている。そのいずれかだと思います。
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(7)固等の公的機関によるソーシャルファームの製品・サービスの優先購入

印の指令には存在し、ドイツも批准

長く存在したが、最近民間企業からの反対で、州によって異なった対応になっている

乙れは今、揺れているところですが、固などの公的機関によるソーシャルファームの製品や

サービスの優先購入の問題です。現在でも EUの指令がありまして、障害者が作った製品やサー

ビスは国等の機関は優先購入しなければならないという指令があり、 ドイツもとれに批准して

います。そして長くソーシャルフアームの製品もコレに基づいて購入されてきたというととで

すが、どうも最近になって民間企業から反対が出てきた。我々の商売の阻害になる、競争条件

が不利ではないかということで、州、|によっては、例えばベルリンがそうだということだそうで

すが、乙れが廃止になる。ですから文字どおり普通の民間事業と一緒のレベルで戦わなければ

いけなくなったと話していました。ということは逆に言えば、それだけソーシャルフアームと

いうものが民間企業の脅威になってきたのだと思います。

9.ドイツのソーシャルファームの発展の基盤

公的援助に加えて

ソーシャルフアームがドイツではますます発展してきたわけですけれども、その発展の基礎、

基盤は何だったのか。非常にきめが細かい公的な援助。とれはイギリスと比較になりませんで

した。とれに加えてその他、考えたものを列挙してみました。

( 1 )経営者の熱意、能力

① 障害者への理解が深い

Wallmeier氏(サルドジャーナルサービス:Saldo Journale Services) 

若いとろから障害者の社会統合への理解

障害者が生きがいと高い報酬が可能な仕事を創出

障害者を積極的に雇用

ソーシヤjレフアームの経営者の熱意、能力が大変高い。特にソーシャルフアームを作るため

にソーシャルフアームをやっている人の経営者の熱意。障害者に対する理解が大変深いものだ

と思います。サルドジャーナルサービスというものがあります。具体的には後ほど。

乙乙で、は会計事務所をやったり、いろいろと障害者に向く仕事を開発している。その指導者

になる人は、ソーシャルフアームを作る前、どうも学生時代から、このような障害者の問題に

携わってきた。経営者本人は障害者で、はなかったので、すが、熱心に取り組んでいます。そして

その経営者はできるだけよい条件で高い報酬が払われるように努力していました。

② 社会企業家としての経営手腕が高い

S.Sgglar氏(工ルコテック)

一般企業より勝る経営

規模、事業の種類を拡大
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社会起業家としての経営手腕。特にエルコテック、電気製品や医療製品の部品を作っている

ととろですけれども、一般企業に優るような経営。他の全く同じととをやっている部品メーカー

はいくらでもあるわけですから、そういうものと競争できるような高い経営手腕を持っている。

初めはアンテナを作っていたので、すが、とれからは医療機械だといってと、んど、ん拡大してきで

います。

③ 経営指導を行うコンサルタン卜が活躍

「エンターラビリテー (EnterabilitY)Jは、ソーシャルファーム創成期から障害者自身

が設立する場合、相談、助言を行い、実績を上げている

それから経営指導を行うコンサルタン卜。乙の事務所に行ってシユJ¥)レツさんが 20数年お

付き合いのある人に会いました。若い人だったんで、す。その事務所はスラム街にあって、乙ん

なととろで、大丈夫かなと思ったので、すけれど、も、そ乙の一室で、コンサルタントといっても障

害者のコンサルタン卜ですからそんなに儲かるわけではないと思うですね、そんなに立派な事

務所だとは思いませんでしたが、そのコンサルタン卜は大変熱心に語ってくれました。

(2)民間企業の支援

① 資金援助

大手運輸会社シナノンがモザイク (Mosaik)に対して継続的援助

② 経営のネットワーク

グレンツファールホテルは一般の予約システムに加入

質の要求は厳格

それから一般民間企業の協力もあります。例えば具体的に資金援助をしてくれている。大手

の運送会社、シナノンという会社はソーシャルファームに対して継続的な援助をしてくれてい

る。我々の泊まったク、レンツファールホテルは通常の、日本で、言う楽天のネッ卜に入れて注文

をとっています。こういう普通のやり方で、やっているわけで、す。

(3)国民の理解と協力

一般の企業の施設利用と同様に区別なく利用

「ハウス5(Haus5)Jのレストラン

周辺の勤労者が常連で大人気

グレンツファールホテル

75%の宿泊者はソーシャルファームであるととは知らない

それから国民の理解と協力。乙れが重要だと本当に感じました。ソーシャルフアームだから

といってちょっと…という感じは全くない。例えばハンブルク、のハウス5に行きましたが、昼

時でしたが普通の周りのビジネスマンがととで食事をしていた。大変おいしいです。普通のレ

ス卜ランに負けていません。料金も特に安いわけでない。大変人気がありました。あらかじめ

我々のために席をとっておかないといけない、ヲ1Jになっていますからそんなに長居はで、きない。

それほど繁盛していました。
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(4)中間支援組織の活動

FAFはロビー活動

→ソーシャルファームの政治工作、広報、技術支援、情報提供、研修等を行う組織

は有益

中間支援組織。 FAFはロビー活動をして、実際に政治工作、技術指導、広報活動などに大き

な役割を果たしているわけです。

1 O.障害者の就労状況

( 1 )生きがい、やりがいを感じている

給与明細作成、経営分析資料(サルド ジャーナルサービス)

精神障害を有する人が 20年近く勤務し、なくてはならない存在に

そして現実に障害者のソーシャルフアームの就労状態を見ます。実際、生き甲斐ややり甲斐

を感じて仕事をされているというのを、如実に感じました。例えばサルド ジャーナル サー

ビス。乙れはソーシャルフアームのためのソーシャルフアームとして発足したものですけれど

も、例えば会社から受けて給与明細や経営分析をやっていらっしゃいます。それを 20年近く

精神障害の人がやっている。誇りを持っています。その人でないとできない。委託先ではもう

任せきりで、ととのデータで、あれば安心だというふうになっています。そして実際、 20年近

く働いている人は誇りを持っているというととを感じました。

(2)給料

障害年金と加算するとかなり生活に余裕がでる

給料も、通常の給料にいくかいかないかぐらいだと思いますけれども、しかし彼らは日本の

ように障害年金がありますから、それを加算するとかなり余裕のある生活ができていると見ま

した。

(3)働きやすいように工夫

通勤時間のラッシュアワーを避ける(サルド ジャーナルサービス)

精神障害者は満員電車が苦手

個室を採用(向上)

障害者も働く場合にいろいろハンディキャップがあるというのは当たり前ですから特別の配

慮をする。乙れが必要なととは言うまでもありません。例えば通勤時間のラッシュアワーを避

ける時間設定、また、精神に障害のある人は他の人の視線が気になるので、個室で、ゆっくり仕事

をしたいという人もいらっしゃる。そういう面の工夫を重ねていました。
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(4)仕事の質は、一定水準が保たれている

ギルドの伝統を引き継ぐマイスター制度が存在

職業訓練施設、企業で見習い後、国家試験に合格

職人に誇りと社会的地位の確保

→日本でも資格制度の活用が効果的である

そして何よりも、 (4)のととろですが、仕事の質が一定の水準に保たれている。これがド

イツのソーシャルファームが根本的に成功した理由の 1つだと思います。我々が泊まったホテ

ルも普通とお全く同じ。むしろそれ以上のものをしっかり持っているからとそ、ソーシャル

ファームが一般企業と同じような存在になったのだろうと思います。そのために、若干とれは、

私はカルチャーショックだったのですが、何でも資格があります。乙れがドイツのギルド社会

からの伝統で、すべて何をやるにしても、乙の職能団体の資格を取らないと採用してくれない

のです。もちろん仕事はできるんです。別に法律で決められているわけではない。ホテルのレ

セプショ二ストとしての資格。中には清掃業としての資格もあります。何でも資格があるので

す。資格を取るためには学校に2年程度行って、さらに見習いをやらなければいけない。そし

て組合で試験をして確かめる。これが一定の水準を保っている。ととまで規制されているのは

どうかと、僕は衝撃を受けましたけれども、職人としての誇りを感じている。 ドイツらしいと

乙ろだと思います。実は、お聞きすると、イギリスも同じような方法だと聞きます。中世以来

のヨーロッパのギルド社会の伝統なのだろうと思います。結果としてとれがソーシャルファー

ムの水準を保っているだと思います。とのようなととを学んでまいりました。

結論からいえば、日本にもソーシャルフアームが必要だと。 ドイツにも随分いいととろがあ

ります。なかにはちょっと問題なだというのもありましたが。とういうものを学んで、日本型

のソーシャルフアームというのをぜひ発展させていきたいと思います。

どうもご清聴ありがとうございました。
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報告2

fドイツのソーシャルファーム訪問調査報告j

寺島彰

浦和大学総合福祉学部教授

皆さんこんにちは。平日にもかかわらずた

くさんの方にいらしていただき、ありがとう

ございました。

私の報告は、本当に報告です。お話する内

容はほぼレジメにありますので、写真を見て

いただくととを中心にしたいと思います。今

日は視覚障害の方も来られていますので写真

を言葉で説明したりするかもしれませんがご

容赦いただきたいと思います。

ドイツのソーシャルファーム
訪問調査報告

浦和大学総合福祉学部

寺島彰

スライド 1

最初にドイツのソーシャルフアームの制度

についてご紹介させていただきます。これは

レジ、ユメにはありません。また報告書の中に

書かせていただきますので参考にしていただ

ければと思います。

炭谷先生のお話の中にも出てきましたよう

に、 ドイツのソーシャルファームの発展を非

常に簡単にまとめますと、つぎのようになり

ます。 ドイツにはもともと 6つの大きな福祉

団体がありました。1980年代からこの福祉

団体が労働市場に関わるプロジ、工ク卜に参入
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1.ドイツのソーシャル・ファーム制度

スライド 2

し始めました。その結果、1990年くらいには、

社会的企業が400"-./ 500できていたと言われ

ています。乙れは、ソーシャルフアームでは

なく、 社会的企業です。そういった状況を受

けて、行政が社会的企業を取リ込んだ政策を

展開していった。炭谷先生が先ほど説明され

たのはそういうととなのだろうと思います。

ドイツのソーシャル・ファームの発展

0ドイツには6つの大きな福祉団体があり、 1980
年代から労働市場に関するプロジェクトに参入

01999年には400-500の社会的企業が存在

02001年社会法典改正によりソーシャル・ファー
ム(社会統合企業)が発展

スライド 3

具体的にどのような政策が行われたのかと

いうと、 2001年に社会法典が重度障害者法

という法律を取り込んだ形で改正されまし



た。重度障害者法は、障害者のリハビリテー

ションや障害認定について規定した法律でし

たが、それにソーシャルフアームの規定を追

加しています。実際にはドイツでは、「ソー

シャルフアーム」は「社会統合企業」という

名前で呼ばれていますが¥そのような企業が

国の主導で作られたというととです。

統合プロジェクト

(社会法典第9編第132条)

統合プロジェクトは、一般市場においてプロジェク
ト以外の就業への参画が、障害の種類もしくは程
度又はそれ以外の事情により、おそらくあらゆる助
成可能性を駆使し、統合専門サービスが努力して
も特に難しいような重度障害者を、一般労働市場
で就業させるための法的及び経済的に独立した企
業(鐘金企茎)又は企業内もしくは第71条3項の趣
旨による公的な雇用主により経営される事業所
(統合事業所)もしくは部門(統合部門)である。

(JEED資料シリーズNo73の2より引用)

スライド4

社会法典の第 9編、第 132条に、「統合プ

ロジ、工ク 卜」が規定されています。そとでは、

統合プロジ、エク卜は、 一般市場においてプ口

ジ、ェク卜以外の就業への参画が、障害の種類

もしくは程度又はそれ以外の事情により¥お

そらくあらゆる助成可能性を駆使し、統合専

門サービスが努力しても特に難しいような重

度障害者を、一般労働市場で就業させるため

の法的及び経済的に独立した企業(統合企業)

文は企業内もし くは第 71条 3項の趣旨によ

る公的な雇用主により経営される事業所 (統

合事業所)もしくは部門(統合部門)である。」

と定義されています。とれが「統合企業」の

定義です。

また、社会法典第 9編第 133条で、「統合

プロジ、工ク卜は、重度障害者に対して就業及

び労働に付随するケアを提供し、必要ならば、

職業継続教育措置又はしかるべき企業外措置

に参画する機会及び一般労働市場の事業所又

は官公署でのその他の就業を仲介する際の支

援、並びに統合プロジ、工ク トへの就業準備を

行わせるための適切な措置も提供する。」と

しています。

難しい条文ですが、要は個々で統合企業と

いうのを作りなさいと。作れば公的支援を行

いますよといっています。これが根拠になっ

て、ソーシャルファーム、すなわち社会統合

企業がドイツで発展していったという経過が

あります。

2007年の統計では¥700ぐらいのソーシャ

ルファ ムができています。乙の大きな福祉

団体に対して行政が圧力をかけて作りなさい

と指導した結果だと思われます。日本でいえ

ば、大きな社会福祉法人はソーシャルファー

ムを作りなさいという指導を したようなイ

メージかも しれません。

実はドイツの福祉団体は日本の社会福祉法

人よりも規模的にはずっと大きいものです。

かなり量のメ リッ卜というか、数のメ リット

があります。

こういう福祉団体がソーシャルフアームを

作るというのは、小さな企業がそういうもの

を作るよ りもたやすかったのではないかと思

います。

重度障害者

(社会法典第9編第2条)

(1)障害者

身体的機能、知的能力又は精神状態が、 6ヵ月以上に
わたり、その年齢に典型的な状態とは異なる確率が高く、
そのため社会生活への参画が侵害されている

(2)重度障害者

障害度が50以上

(3)問等扱いの障害者

障害度が30以上50未満で重度障害者と同等扱いが
なければ適切な織場を得られない場合

(JEED資料シリーズNo73の2より引用)

スライド 5

この規定の中で重度障害者という言葉が出

てきます。重度障害の定義は以前の重度障害

者法と同じで、「身体的機能、 知的能力又は

精神状態が、 6ヵ月以上にわたり、その年齢
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に典型的な状態とは異なる確率が高く 、その

ため社会生活への参画が侵害されている」と

なっています。 ドイツの障害の定義の特徴

は、障害度が定められているということで

す。10から 100まで 10刻みになっていま

す。100が一番重いわけです。50以上だと

重度障害者となります。乙の認定方法につい

ては、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)

の資料シリーズに紹介されています 1。ネッ

卜で検索できますので見ていただければと思

います。日本の身体障害者福祉法の定義と似

ています。そういった認定基準を用いて障害

の程度を決定しているわけです。日本と同じ

ように、市役所などに申請することで障害程

度が判定されるという制度になっています。

社会統合企業への公的支援

-彦会在籍委主崩事2?室豊島訴寝静重喜
50%を越えないものとする。

(社会法典第9編第132条第2項)

-統合プロジェクトは、重度障害者に対して就業及び労
働に付随するケアを提供し、必要なら|ま、職業継続教
育措賃又はしかるべき企業外措置に参画する機会及
び一般労働市場の事業所又は官公署でのその他の
就業を仲介する際の支援、並びに統合プロジェクトへ
の就業準備を行わせるための適切な措置も提供する。

(社会法典第9編第133条)

スライド6

ただし、この社会法典にはもう一つ定義が

ありまして、「障害度が 30以上 50未満で重

度障害者と同等扱いがなければ適切な職場を

得られない場合」も社会法典の重度障害者と

同等扱いをするとされています。これは私の

見解ですけれども、日本の身体障害者福祉法

というのは、 ドイツの障害度 50くらいの人

は身体障害者とはなっていません。 ドイツの

基準を用いると 60程度以上が対象になって

1独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

「資料シリーズ 73の2

いる。 ドイツでは、さらに障害度を 30まで

下げて対象にしているので、 ドイツで重度障

害に相当する障害者でも日本の感覚ではかな

り軽度の人たちが含まれています。

もう一つ、社会統合企業、ソーシャルフアー

ムのととですけれども、その企業は少なくと

も25%は重度障害者を雇用しないといけな

い。ただし 50%を超えてはいけない。ゲロ

ルドさんは 55%と言っていましたが、とれ

を拡大する通知があるのかも知れませんが、

社会法典では 25'""50%になっています。こ

の 50%について今回の調査でもけっとう問

題視していました。50%を超えないという

ととは、要は重い障害のある人をたくさん雇

用できないということです。日本ではそんな

ととはない。いくら重くても就労している人

はたくさんおられます。

統合プロジェクトの主体

73 30号も

21 号6

21 争b

10 .4g也

247 100号も

(FAF gGmbHによる鯛査。 2002:JEED資料シリーズNo73の2より引用)

スライド7

法律で上限は決めていないわけです。この

50%を超えてはいけないというところにつ

いて、もっと人を雇いたいのだけれど雇えな

いというのがどうも問題だと、今回の調査で

は言っている人がおられました。

障害者職業総合センター

欧米における障害者雇用差別禁止法制度 第2分冊:ドイツ・フランス・ EU編J

http://www.nivr.jeed.or.jp/research/report/shiryou/shiryou73.htm I 
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それから統合プロジ、ェク卜、いわゆるソー

シャルフアーム、社会統合企業の実施主体は

ど乙が多いかということですけれども、公益

有限会社が主体になっています。税の優遇を

受けている、受けてないというこつの種類の

公益有限会社があるようですが、両方合わ

せると 68%ですので 7割近くのソーシャル

フアーム、社会統合企業が公益有限会社であ

るということになります。それ以外に社団法

人の特定目的事業所が 30%ありますが、公

的な機関も若干ながらあります。ソーシャル

フアームは会社ですので、基本は収益を求め

ています。有限会社が当然、 一番多くなって

いるということになっています。

そういう前提を知っていただき、それぞれ

訪問したソーシャルフアームについてご紹介

いたします。

最初はサルドジャーナルサービスサービ

スです。

今、 ビ、ルが映っていますが、乙のビル全体

ではなく、乙のビルの 1フロアの一部がサ

ルドジャーナルサービスです。非常に小さ

なソーシャルフアームです。玄関もなく部屋

だけがいくつかあるという小さなソーシャル

フアームです。右の方に GmbHと書いてあ

ります。これが公益有限会社の乙とです。フ

ロアの一角に部屋を借りているわけです。

この企業は、会計事務所をやっていて、社

長さんは自分でソーシャルフアームを立ち上

げた方です。会計事務所といっても公認会計

土はいないそうです。従業員は 8名、その

うち 4名は精神障害の重度障害者であると

いうことです。先ほど申し上げましたように、

見た目、ほとんどわからない感じです。重度

といってもそんなに重い感じはしませんでし

た。

2.訪問先の概要

スライド8

(1 )サルドジャーナルサービス

(SaldoJ ournaleS ervices) 

スライド9

07甑

Saldo Jo凶 naleServIC出 GmbH

Jün~ên wallm制er

スライド 10

それから、障害者を雇用する乙とによる助

成金を得ておられまして、収入の 8%が助成

金に頼っているということです。その結果、

会社は黒字だという乙とです。8%ぐらいの

助成金だけで黒字なので、それがなくても黒

字なのかもしれません。障害者を雇っている
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企業であるということはネガティブな印象を

持たれることもあるので、それをアピールす

ることはない、よいサービスを提供するとと

に心がけているとのととです。

具体的な仕事では、契約している企業の賃

金や給料の計算、管理、決算報告の準備、公

認会計士の方に渡す前の資料を作成したり、

事業所に従業員を派遣したりというととを

行っているそうです。

派遣の場合、休憩時間、給与などは、派遣

先の従業員と区別されないよう配慮している

とのととです。引き抜きがあったりするので、

それを恐れているということですが¥優秀な

方を雇っているそうです。精神障害の方です。

この人は社長さんです。

スライド 11

2番目、グレンツフアールホテル。これは

私たちが泊まったホテルなんですが、これも

(2)グ、レンツファールホテル(Hotel
Grenzfall) 

スライド 12
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ソーシャルフアームが経営しています。部

屋数は 37。会議室、レストラン、ビス卜口。

小さなビジネスホテルという感じですけれ

ど、レストランは酒落た内装になっていまし

て、テーブル数も 30あり、庭にはテーブル

が置かれていて、天気がよければ外で食事も

できます。バーカウンターがあり、アルコー

ルも提供されます。

スライド 13

との写真には入口が映っています。ビジネ

スホテルっぽい入リ口です。入口には、ソー

シャルフアームだということは少し掲示して

ありますけれども、大々的に PRしていると

いうことはありません。

屋外レストランのようなものもある。これ

は屋内のレストラン。すごくきれいな感じで

ソーシャjレファームだからといって貧しい感

じは全然しません。会議場もあります。

スライド 14



従業員 37名。そのうち 31名が障害者程

度50%以上の重度障害者。聴覚障害者は 7

人でベッドメイキングを担当しています。視

覚障害者、この方は弱視ですが、 1人、レセ

プションで働いている。学習障害者がウェイ

卜レスで働いている。リネンも内部で、行って

います。障害の有無にかかわらず同じ契約を

結んでいる。採用の条件として職業学校を卒

業していなければならない。先ほどお話があ

りましたように、職業教育を経ていないと採

用できない場合があるそうです。

社会統合局からの補助金をもらっていて人

件費の 30%をまかなっている。その状態で

収支は卜ン卜ンである。先ほど、炭谷先生

からありましたように、 37の部屋で 37人は

多すぎるということからも、人件費の 30%を

賄ってもらって収支がとんとんである。収益

が出れば従業員に支払うことにしているとの

ととです。

顧客はどういう理由でとのホテルを選ぶの

かということですけれども、25%の利用客

はソーシャルフアームを経営するホテルだか

ら選んでくれている。例えば、 ドイツ鉄道、

IBMなどの大企業が出張先として契約してい

るそうです。

母体になっているのは宗教団体でその関連

の非営利団体が経営している。その非営利団

体はもともと 1880年に、増加した失業者を

救済するために創設されたけれども、現在で

はいろいろな福祉事業を実施しているとのと

とです。このホテルの建物はその非営利団体

が所有している。以前は老人ホームだったも

のを 2008年にホテルにした。マネージャー

の話によると、補助金をもらっているけれど

も一般のホテルであって、ライバルは一般の

ホテルであるとのことです。チ工 ツクアウ卜

の2日後に Eメールで利用者の満足度を確

かめており、 5段階評価でその平均値は 4.5、

おすすめ度も 100%評価を得ていて、よい結

果を得ているとのことでした。

この職場に働いている従業員は、他の職場

で働いていた時、障害のために不快な思いを

経験している人が多いので、障害があっても

居心地のよい職場にして、従業員のモチベー

ションを高めるのを大きな目的にしている。

マネージャーはビジネス出身で福祉とは関係

ない。非営利団体に雇われています。やはり

ビジネスの手法が必要だということのようで

す。

次はインテグラです。

乙れも非営利の有限会社です。表現がぱら

ぱらになっているのですが、これを書いたの

が若干古くて、通訳さんが言ったのをそのま

ま書いている部分がありますので若干、用語

の統ーがされていませんけれども、 非営利の

有限会社は正しいのですが、公益有限会社と

いうととです。

インテグラ(Integra)

スライド 15

/'¥-ティー用品のレンタル、清掃サービス

を実施している。母体は社会福祉団体で¥第

2次世界大戦後、戦傷軍人、戦争未亡人、児

童を雇用するためにとの会社は設立された。

2002年からソーシャルフアームになった。

このマネージャーの方もおっしゃっていまし

たのですが、 2001年に社会法典ができ、地

方政府から圧力がかかったみたいですね。
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レンタルサービスの顧客はケータリング会

社です。食器などを貸し出して、返却された

ものを洗浄して再び貸し出すという仕事で

す。

今写っている写真は、説明を聞いている部

屋の中の写真ですが、右奥の社長さんが説明

をされていて¥その隣は通訳の女性です。

スライド 16

次の写真は、ケータリングのコップやお皿

を高く積み上げている、まるで工場の中のよ

うな写真です。フオークリフトなどを使って

食器などを積み上げているわけです。そうで

ないと大量に保管できないということです。

スライド 17
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同じ倉庫の写真です。手前の方にテーブル

があります。テ ブルを貸し出すわけです。

食器なんかもあります。

その次の写真も同じところです。

スライド 18

スライド 19



次の写真は、自動で皿洗いやコ ップ洗いを

する機械です。こういう機械を使わないと

やっていけないといととです。こういうとこ

ろで聴覚障害者の方などが働いていると言っ

ていました。乙の写真も同じ部屋です。

スライド 20

ライバルは一般企業である。競争が激しい。

今は食器だけでなく、テーブルやイス、家具

とかAV機器も貸し出せるように事業内容を

見直していると言っていました。また、それ

だけではなく、清掃サービ、スも行っている。

清掃サービスの要員は、朝、直接、清掃場所

に行くそうです。この事務所には来ません。

企業などの事務所の清掃が多い。清掃要員が

事務所の鍵を持っていて 140力所を 30人で

やっている。ベルリンには 300社の清掃会

社があるため仕事の奪い合いになっている。

現状では利益が出ていないために、ビジネ

スモデルを再構築中しているととろである。

従業員は 65名で半数が障害者である。精

神障害者が多く、食器の洗浄、運転手、経理

事務などを担当 している。総収入における補

助金の割合は 10'"'-'12%で、人件費の 22%

に当たる。マネージャーは障害の種別程度な

ど彼らに合った仕事を探すのが自分たちの使

命であると語っていました。

次は工ルコテック。

電子部品を製作している企業ですけれど

も、 26年前に設立されました。すごく儲かっ

ているらしくて非常に忙しいそうです。24

時間態勢で生産しているそうです。なかなか

会ってくれなくて、 30分だけという約束で

会ってくれました。車いすの社長さんです。

医療機器やいろいろな部品を作っているとい

う乙とです。

エルコテック(elcotec)

ん門
口
事

• スライド 21

この写真は、電子部品を組み立てている部

屋です。例えば左の奥の方に黒い箱のような

機械がありますが、それは ICチップを自動

的に貼リ付ける機械です。機械でできないと

とろを人がやっているという形で、機械を止

めますと収益が下がるので 24時間稼働して

いるということらしいです。

スライド 22
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従業員 23名のうち 40%が重度障害者で精

神障害者が多い。それ以外の方は、障害者で

はできない作業を補助する人である。例えば、

夜なんかはそういう人がやっているそうで

す。障害者に対する補助金をもらっているけ

れども収入に占める割合は 1%以下である。

従業員の給料は同じ仕事をしている人の平均

値と同じくらい。同業者の賃金と同じぐらい

だそうです。

優先してソーシャルフアームに仕事をくれ

る時代はもう終って、製品の質が問われてい

るとのととです。

スライド 23

同社の製品は、顧客からは障害者が作った

ものとはわからないほど質の高いものだそう

です。

社長はご本人が車いすの障害者ですので、

通常の企業が自動化により人件費を減らそう

とするが、乙乙では障害のある従業員が働き

やすくなるように機械を導入するのだとおっ

しゃっていました。

次の写真は、同じように機械の置いてある

部屋です。右の方に、本当は手作業でいろい

ろな組み立てをしている人がいましたが、写

真を撮るのははばかれましたので、撮っておリ

ません。説明を受けているところの写真が

写っていますが、車いすの人が社長さんです。
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スライド 24

次にハウス 5です。

ハンブルクにあります。これまで紹介した

社会統合企業はベルリンにありますが、これ

はハンブルクにありレストランを経営してい

ます。プロテスタントの宗教団体が運営する

公益団体。従業員数が 5.500人で、病院や住

宅経営をしている北ドイツ最大の団体だそう

です。そこが母体となって 10年前に設立さ

れました。

J、ウス5(HAUS5 ) 

スライド 25

州によって違うということですけれども、

ハンブルクは州であり市だそうですが、ハン

ブルク、市から障害者の職場を作るためにやっ

てくれと言われたから社会統合企業を始めた

とのことです。日本の社会福祉法人とよく似

た感じがありますね。嘩害者の職場を作っ

てくれという乙とで事業委託されたそうで

す。80万ユ一口の助成金をもらって 8人か

ら始めてお人を採用するという契約でこの



事業を始めたそうです。ケータ リングと食堂

を2つ経営しているけれども、 2年前から清

掃サービスも始めた。また、同じく 2年前、

市からの委託で、精神障害者用の小規模福祉作

業所も作った。乙れは社会統合企業ではあり

ませんけれども。通常の作業所では 3時間

以上働かないといけないというととですが、

ここではそれ以下の労働時間でも働けるそう

です。時給 1.6ユーロを払っている。利用者

は385ユーロプラス家賃を生活保護として

もらっているのだそうです。レストランは景

気に左右されるので清掃サービスを始めた。

乙の写真は建物内の部屋です。すごく明る

い、イタリアンレス トランといった感じで

す。昼食時にはたくさんの人が並ぶほどお客

が来ていましたが、ソーシャルフアームかど

うかというのはあまり知らないとのととでし

た。厨房では知的障害のある方たちも働いて

いる。

スライド 26

ソーシャルフアーム全体の従業員、食堂

とケータリングと清掃を合わせて、従業員

は100人。そのうち 80人は障害者である。

障害の種別程度はさまざまである。収入の

70%が売り上げで 30%が市の補助金。プロ

ジ、工ク卜全体としては黒字になっている。従

業員とはもちろん労働契約をしている。

ハンブルク州は、重度障害者を雇用する乙

とをそれほど強く言っていません。また、独

立採算にも乙だわっていない。州から助成金

が 1人当たり 350ユーロあって、給料とし

て支払う額の 30%を負担してくれているそ

うです。

写真は厨房の様子。きれいな広い厨房です。

スライド 27

外から見たハウス5の外観です。

スライド 28
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もう一つレストランを持っていると言って

いましたが、乙れがそのレストランの写真で

す。ととはセルフサービスになっていて、近

所がビジネス街で、たくさんビジネスマンが

来たり、老人ホームのお年寄りなんかも来る

ということです。

スライド 29

これが反対側の写真です。

スライド 30

次がまたベルリンにあるモザイクという社

会統合企業に行きました。写真には美術館の

ような立派な¥歴史的建造物のようなものが

写っています。乙れはベルリンのコンサート

ホールです。コンサー トホールの下にモザイ

クが経営している力フ工があります。この写

真は遠景です。 コンサートホールを出たとこ

ろの広い石畳にはいくつか乙ういう建物が並

んでいますけれども、その聞に、外でコーヒ-
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などを飲めるように机が置かれています。

モザイク(mosaik)

スライド 31

この写真はカフェの中の様子です。壁は暗

い赤。壁lこはいろいろな額が飾ってあって¥

コンサートホール付属のカフェのような雰囲

気です。右側に女の人がいるんですけれども、

この力フ工の経営者で、との方はもともと福

祉の人ですが経営感覚に優れていたらしく、

ととの経営を任されているということだそう

です。食事のメ二ユ もアダジョとかバッ

/¥とか¥いちいち音楽関係の名称がついてい

て、なかなか感じのいいコーヒーショップで

した。
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モザイクはもともと 49年前に裁縫の作業

所として発足した公益法人です。現在は庭仕

事、クリー二ング、家具作リ、梱包の下請け、

ろうそく作り等さまざまな仕事を行う多く の

作業所を運営している。作業所があるのです

が、作業所以外に農場やソーシャルフ アー

ムを経営していて、乙とがそのソーシャル

フアームが経営しているカフェの一つです。

職員、利用者を含め全体で 2，400人が働いて

いる。ソーシャルフアームであるモザイク・

サービスは、飲食居、清掃業、室内外装飾業

を行っている。従業員数は 187人で60%が

障害者である。精神障害者がほとんどである。

清掃部門に聴覚障害者が多い。今回訪問した

のはモザイク・サービスの運営するカフェと

事務部円である。ベルリンのコンサー卜ハウ

スと同じビル内にあります。コンサートハウ

スのカフェテリアら しく、 コンサー卜に来た

観客が訪れるのに違和感のない雰囲気を演出

している。壁にはコンサー卜の写真が貼られ

ていたり、力フ工のメニューには、アダー

ジョ、バッハなど音楽関係の名称が用いられ

ている。料理もそれら しいものが用意されて

いる。

にある博物館のレストラン、乙ども広場のカ

フェ等も経営 している。収入の 10%が補助

金である。 どう してこんないいロケーショ ン

をソーシャルフアームが借りられたのかとい

うことでは、やはり選ばれた根拠の一つには、

ソーシャルフアームだという乙とがあるんだ

そうです。市が選んだ理由の一つにはそれも

あるとのことでした。

説明してくれたマネージャーは、との方は

飲食部門のマネージャーですが、力フ工、レ

ストラン、 清掃、装飾業などいろいろな事業

を行うことでその人の障害にあった仕事を探

す乙とができる、企業経営は簡単ではないけ

れども、本当のインクルージョンは人聞を人

間と認知することであり、まちの中心地にこ

のような力フ工を開くととが本当のインク

ル ジョンだと考えると述べていました。

MOSAIt‘-URVlt日
INTEGRAnONS・| 附 Ellst岡山

6cbaudtrt1nf9uog 
Mdll'l!'lbl'lfll'も

Büro~ l'tl/ ire 

スライド 34

その後、 モザイクの事務部門を訪問しまし

た。訪問した事務部門では、清掃業と室内外

装飾業の事務のみをやっている。領収書を発

行したり、郵便物を配送したりしている。作

業所がすぐそばにあって、 作業所からの支援

クライ工ン卜が 6人いて、コーヒーを入れた

スライド 33 り、コピーをしたり、コピーの紙の補填した

りしているとのことで作業所との交流が深い

モザイク・サービスは、この力フ工以外に そうです。

もコンサートハウスの中のレストランや音楽

家専用の飲み物のサービス、また、別の場所
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ソーシャルファームは、非営利の有限会

社なのでサービスには消費税が 7%かかりま

す。通常は 19%なので¥消費税を必要経費

にできない個人の客には魅力があるとのこと

です。それだったらみんな乙の企業に来ませ

んかと聞いたら、そうでもないと言っていま

した。消費税には 19%と7%があり、乙の

分野に限らずいろんな分野でそういう優遇が

行われているとのことで¥消費税が安いから

といってとういう企業に注文が集中すること

はないそうです。非営利だから自動的に 7%

になるというわけではないそうです。会社の

目的は社会貢献であり¥得た利益を目的に明

記された事業に再投資する、バリアフリーに

するなどを証明しなければならないんだそう

です。

写真は事務部門の中の廊下です。非常に広い

ですね。車いすの人たちも移動できるように。

同じ事務室が写っています。すごくきれいな

建物です。

まとめです。

ドイツのソーシャルフアームは、社会統合

企業と呼ばれています。イギリスのソーシャ

ルフアームとは違い、政府からの補助金を活

用していることや、母体に大きな福祉団体が

あることが多いというととろに特徴がありま

す。しかし障害者など労働市場において雇用

されるととにおいて不利がある人を雇用する

ことを目的としている点や¥企業として経営

を重視している点は共通している。 ドイツの

特色としてこういう乙とがあると考えており

ます。

以上で終わらせていただきます。
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まとめ

ドイツのソーシャル・ファームは、社会統合企
業と呼ばれている。イギリスのソーシャル・
ファームとは違い、政府からの補助金を活用し
ていることや母体に大きな福祉団体があること
が多いことに特徴がある。しかし、障害者など
労働市場において雇用されることに不利がある
人々を雇用することを目的としていることや企
業としての経営を重視している点は共通してい
る。

スライド 35



質疑応答

会場・今日はありがとうございました。かなり勉強になりました。炭谷先生に質問したいと思

います。

日本型ソーシャルファームの話が出ていましたが、今回の話を聞いていて、運営費のととろ

で継続的な補助が出る部分に関しては、重度障害者である場合の月 205ユー口というお金が

継続的に出るのかなと判断しているんですけれども、その後の寺島先生の話を聞きますと、モ

ザイクと工ルコテック以外の場合、人件費が何パーセン卜と出ていますが、計算がおかしく

なってくるんです。州独自に運営的なものが出ているのか、それとも社会福祉法人を母体とし

ているために、その補助の分も合わせて人件費の補助率が上がっているのか。そ乙が少し疑問

だったのと、それからもし市町村から月 205ユーロというお金以外の補助が出ているとすれば、

とれから日本がソーシャルフアームを展開していく上で継続的な補助というのが、今のA型の

運営費のような形で必要なのかどうか。それは国がやるべきなのか、地方公共団体がやるべき

ものなのか。今の炭谷先生のお考えを聞きたいと思って質問させていただきました。

炭谷先生・質問ありがとうございます。乙のあたりは理論的に轍密な寺島先生にお願いします。

寺島先生・最初のご質問は、個人に出ているのとソーシャルファームに出ているのと両方あり

ます。そのため、単純計算は今できません。また、それから自治体によっても出る額が違いま

す。計算上、変だと言われるのは、多分、それぞれの個人とソーシャルファームごとに額が違

うので、あまりきちんとした計算はできていないです。

炭谷先生・私も今の点は非常に気になって、特にこの部分はしつこく聞きました。そうすると

向乙うは嫌がって、我々は算数の教師ではないという感じで。日本人らしくどれだけ聞いても

理解できない点は確かにありました。我々としてもど、ういう補助体系になっているのか、聞を

とってくれたゲ口ルド・シュバルツさんがまた詳しく調べてくれますので、明らかにしたいと

思います。

2番目の質問、継続的な補助金が必要なのかどうか。実はとれが一番悩ましいととろだと思

います。理想論からすれば、ソーシャルファームというのは通常の経済主体と同じようなとと

ろを、将来的には理想的には目指していくべきだと思います。イギリスもそういう方向を目指

しているんですけれども、 ドイツの場合は消費税の部分で下駄を履かせたり、今の質問のよう

に205ユー口出していたり、下駄を履かせて競争を有利にしているんです。それは永続的に

出しているんですけれども、その分はやはり現実論として当面はしないとうまくいかない面が

あるのではないかというととろがあります。特に重度の障害者の就労の場を設けるためには、

何らかのものがあった方がいいだろうと。これがあるととが前提だというととになるとソー

シャルフアームの精神に反しますので、それはしないで。理想論としてはあくまで求めたいと

思いますけれども、少なくとも最初の立ち上がりの部分は、何らかの特別な配慮がないとうま

くいかない。 1つの私どもの研究課題だと思います。なかなか明解な回答が得られないところ

でございます。

-42-



会場・ありがとうございました。

会場.私は仕事と別に地域で、お母様方やお子さんたちに勉強を教えています。お母さんたち

は事情のある方たちです。お子さんが不登校とか障害の方含め事情がある子どもたちです。

今回聞きたいのは炭谷先生に、最初のご説明でドイツでは地域の方々が日本と違って理解が

深いとおっしゃいました。そこが具体的に見えてこなかったんです。

実際、今、日本でいろいろなところへ行って、障害者の方を見てきました。接しています。

特例子会社なんかも見てみました。そのときに重度障害者と言われる方々が働いていらっしゃ

るのを見たのですが、障害児を持ったお母さんたち何十人か一緒と行ったので、すが。見ている

と、確かに働いてらっしゃるのですが、本人が満足して働いているかというと、必ずしもそう

いうふうには見えなかった。やはりご覧になっていたお母さんたちもそのように感じたみたい

です。それを含めて、障害を持った子どもたちが将来、働ける場を持てるように作ろうという

ことで今、計画をしています。 ドイツの方では、具体的に周りがどういう理解を示しているか

を一つお聞きしたいなと思います。

炭谷先生・ご質問ありがとうございました。今回のドイツの実地調査で、少なくとも私自身が

一番強く感銘を受けたととろが、今、ご指摘になったところだと思います。

日本の、例えば今日は特例子会社にお勤めの方もいるので、すべてがそうだとは言いません

が、特例子会社の中には、会社として障害者雇用率を守るためにあえてそういうものを作って

いる。働いている仕事の内容は、本当に障害者が生き甲斐を持って、もしくは自分の人生の一

部分として働くことに意義を感じてやってらっしゃるかということに疑問がある働き方も、例

外ではなくかなり多いというのが今の日本の実情だと思います。ですから今、ご指摘されたと

と、訪問時にそういう感じを受けたというのは、正しい見方というか例外的な見方ではないと

私自身は思います。

例えば昨年 10月にイギリスのレンプ口イという工場が廃止されました。レンプ口イという

のは戦後 1946年にできたイギリスでの障害者雇用をやっていた会社です。世界のモデル的な

障害者の働く場だという乙とで、最盛期には 100社程度の事業所があって、 1万人近くの障害

者がとと勤務をしていました。しかし、今の日本のように、言い方が適切じゃないかもしれま

せんが、働かせてあげているとか、生活費のために働かせてあげているというような色彩のあ

る保護工場だったと思います。最終的には障害者から見放されて、昨年の 10月、世界のモデ

ルとして障害者の働く工場と言われていながら、撤退せざるを得なくなり、現在は存在しない

というととになりました。

ですからこれからは障害者も含めて、刑務所から出所した人も難病患者も一人の人間として

生き甲斐を持って生きられるような、そういう仕事場を作らなくてはいけない。乙れがソーシャ

ルフアームの究極の目標だと思うんです。給料、生活費というのはもちろんだろうけれど、人

間としての生きるととを目標にしているんだろうと思います。

それを今回、感じたのは、例えば我々の泊まったホテル自身も、宿泊する人も別に特別なホ

テルだと思って泊まっているわけで、はない。普通のホテルだと。従業員に対する接し方もごく

普通のホテルと同じような感じで接していますし、先ほど寺島さんが紹介したベルリンのコン

サ-トホール。ここはベルリンのフィル/¥ーモ二ーをやるコンサートホールではないんですが、
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それと相当する、対抗するような立派なコンサートホールの中心に喫茶屈を構えています。こ

乙に来る人は、そ乙のウェイターやウェイ卜レスがほとんど障害者に見えましたが、障害者だ

からといって利用しているのではなく、ごく普通の力フ工として利用している。そして働いて

いる人も誇りを持っていらっしゃる。それが非常に自然に思えました。

私は現在日本の障害者、ノーマライゼーションがソーシャルインクルージョンにということ

も、ソーシャルインクルージョンの段階は終わって、一人の社会の一員として今、動き始めて

いるじゃないか。乙れがドイツの実情だと私は思いました。

しかしそれは、黙っていたら、 ドイツ人が優しいから、人権意識があるからそうなったわけ

ではなくて、やはり戦後、努力してきた結果、そういう段階に到達している。そう考えると日

本はまだまだ、怒られるかもしれませんが、怒られてばかりですが、 30年くらいは遅れてい

るのではないか。役人をやっていて、お前のせいじゃないかと怒られるのではないかと。ずい

ぶんと差が、もっと聞き始めたとさえ思うわけです。

会場・貴重なご報告をありがとうございました。寺島先生に 2点、質問させていだたきたいと

思います。

1つは、報告いただいたソーシャルフアームの数々というのは、日本でいうとかなり A型に

近いような色彩かと思います。乙の中では、指導員の立場のような方はいらっしゃるのでしょ

うか7

2つ自の質問は、働いている方々が障害のある方々ですので、そうした場合の採用方法で特

に何か工夫されている点があるのでしょうか。ちょっと考えましたのが、普通の一般社員と同

じように、一般的な採用条件を提示して採用されているのかどうかに興味がありましたので、

その点を教えていただければと思います。

寺島先生・最初の質問ですが、基本的にA型とは全く違います。 A型も一応、雇用契約を結ん

でいる点では同じですけれども、ソーシャルフアームは企業ですので、収益を上げる乙とも目

的の一つになっています。普通の会社のイメージです。ですから指導員という人は基本的には

いません。でも一般の企業でも、例えば障害者を雇用している企業では、人事担当の人がまる

で指導員のような役割を果たす場合もあるかもしれませんが、それは決して指導員という名前

でもないし、指導員というものに対する賃金が支払われるわけではない。そんなイメージです。

ですからソーシャルフアームは本当に企業です。福祉施設とは全く違うということです。

2番目のご質問については、どういう形でリクルー卜されるかととですが、それは日本で言

いますと、職安を通して就職するという近い形です。 ドイツはリハビリテーションの国ですの

で、リハビリテーションしないと福祉的な手当は支給されない、そういう国です。リハビリテー

シヨンを進めるための機関がありまして、そ乙を経由して、リクルートがされるという形です。

以上です。

会場・私は大学入試センターに勤務しています。講演者のお二方、大変刺激的で、ある意味ポ

ジティブなお話をありがとうございました。乙の質問はどちらにお答えいただくのか私にはわ

からないので、お二方の聞で調整していただいてお答えいただければありがたいです。

お二方のお話の中でどちらにも、職業学校卒業というのがソーシャルフアームでの障害者の
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就労の一つの条件としているという話がありました。ソーシャルフアームは多様な障害を有す

る従業員を抱えているというお話だったと思うんですが、障害種別ごとに得手不得手が異なり、

また、そういった人たちにソーシャルフアームの場で就労のための指導をするのは難しいよう

に感じる。むしろドイツなんかでは職業学校のレベルで就労について整えられていて、その上

で、ソーシャルフアームで働ける人が育成されているのではないかという印象でした。もしそ

うだとすると、こういったドイツにおける職業学校に相当するようなものは日本で十分なのか。

あるいはその役割はどういう主体が果たすべきなのかというととについて何かご意見があった

らお話をいただけると勉強になります。

炭谷先生・ありがとうございます。久しぶりですね、彼は私の学習院大学の教え子です。今しっ

かりと社会人として活躍されていて、うれしく思います。

質問の件ですが、大変重要なポイン卜です。実は今回のドイツ、僕はこんなにすごい職業教

育をやっているなんて、正直言って恥ず、かしながら知りませんでした。でも寺島先生は、そん

なの常識だよと言われましたが。 ドイツを勉強されている方には常識らしいですね。

本当に何百という資格があって、それを職業訓練校で、徹底的にやって、そしてかつ、国家試

験といっても国が行うのではなく、ギルド社会ですからそれぞれの職人の団体と言いますか、

そういうところが資格試験をし、それにパスして仕事に就くというやり方をとっている。

ですから障害者といえども、乙の職業訓練を経でなければいけない。大変ハードルが高い。

私は逆にそれが、ソーシャルインクルージョン、市民社会の一員になれる基礎がそこで得られ

ているのではないかと思います。そこさえ経れば、そ乙で試験さえ受かれば、一人の社会人、

一人の労働者として十分通用する。またそれだけの技能を持っているというようになるのがド

イツの社会だと思いました。乙れを聞いていて、すべて、ビルの清掃も、町の清掃も、全てに

資格があると。へえとびっくりしました。息苦しいなと思いましたが、ふと考えてみると、そ

ういう面で効果があると思いました。

我々日本型ソーシャルフアームはどうすべきか。これもうまく日本的に工夫をすれば、いい

方法かなと思いました。だからソーシャルフアームに向く仕事、例えば環境の分野とか、サー

ビス業とか、農業とかいろいろ考えて挑戦していますけれども、そういう分野において職業訓

練の場をセッ卜して。それは別に直接作る必要はないのですが、既にできているものを活用し

て、場合によっては技能を認定して、それがソーシャルフアームに勤務するようになれば、ソー

シャルファームが競争力を持つ。また評価をされるという点もあるのかなということで、今回

ドイツで学んだ乙との一つです。乙れから日本型のソーシャルフアームを進めるための一つの

手がかりを得たのではないかなと思っています。
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閉会挨拶

野村美佐子

公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会情報センター長

本日は、講師の方々からたくさんのことを学んでいただけたのではなし、かと思っています。

最後に閉会の挨拶を兼ねまして、今回のドイツのソーシャルファームについて私も二人の講師

の方の視察に同行させていただきましたので少しお話をさせていただければと思います。今回

訪問したソーシャルフアームを見てみますと、当事者の方が社長となっている職場もありまし

たが、障害のない方が関わってソーシャルフアームを引っ張っているように思いました。今回

お話をしたソーシャルファームのホテルの支配人に聞いたととろ、「普通の企業に働いていた

けれども、障害者の雇用について使命感を持つようになってとのホテルで働くととを決めた。」

とおしゃっていましたが、ソーシャルフアームに生きがいを感じているように思いました。

ベルリンのコンサートホールにカフェを立ち上げたモザイクというソーシャルファームが

あったと思いますが、そとの責任者は、もともと養護学校の先生でした。養護学校の先生から

カフェの女主人として大変身をし、障害者と共に働くととに意義を見いだした彼女は、生き生

きとして働いていたように思います。

また、先ほど質問の中に学習障害者などのお子さんを持つ親が、将来、子供が働ける場を作

ろうというお話があったかと思いますが、それに関しまして、私が 2007年に訪問したハンブ

ルグのソーシャルファームのホテルの事例がありますのでご紹介したいと思います。知的障害

者の親たちが、子どもたちが養護学校を卒業後、働く場所としてホテルを開業しました。そし

て、その経営をやっていくうちに、障害者団体が経営するようになったというととでした。尚、

知的障害者の方々ができる乙とは限られていまして、お部屋のシーツ交換や清掃と朝食の提供

というサービスのみで、夜の食事については、先ほどの障害者団体が経営をするレストランで

提供しているというととでした。しかし、そとで働いていた知的障害者は、誇りを持って生き

生きと働いていたように思います。詳細につきましては、障害保健福祉研究情報システム(DIN円

に掲載しております。

(http://www.dinf.ne.ip/doc/iapanese/conf/seminar20070128/shirvou02.htm1) 

との私どもが運営する DINFでは、今まで開催したソーシャルファームのセミナーなどの報

告を提供してきましたので読んでいただければと思います。日本でもドイツのように国の支援

があったら多くのソーシャルファームが生まれるのではないかと思います。今回の視察のプロ

グラムを考えていただいたゲロルドさんとは、知り合って 10年以上になります。彼は、日本

のソーシャルフアームはどうなっていくのか非常に興味を持っております。私ども日本障害者

リハビリテーションにおきましでも、彼の協力などを得ながら、ソーシャルファームに関する

様々な情報を提供していきたいと思いますので今後ともよろしくお願いします。

最後に講師の皆さま、情報支援をいただきました手話通訳者と要約筆記の皆さま、そして助

成をいただきました教職員共済生活協同組合様と大阪府民共済生活協同組合様にお礼を申し上

げて閉会のご挨拶にしたいと思います。ありがとうございました。
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参考資料
ドイツソーシャルファームの実地調査日程表

.6月 17日(火)

9 : 00 "v  12 : 00 FAF事務所でのセミナー

-テーマ

a.国内のソーシャルファームの近年の状況と統計

b.ソーシャルファーム支援体制:FAFとBAG

c.圏内における法的枠組みと政府による支援

13 : 00 "v  14 : 00 ソーシャルファーム・サルドジャーナルサービス:Saldo Journale Services 

(会計業務)を訪問

.6月 18日(水)

9 : 00 "v  1 0 : 00 ソーシャルファーム・グレンツファールホテル:Grenzfallホテルの支配人との会合

10 : 30 "v  12 : 30 ソーシャルファーム・インテグラ:Integra 

(パーティ用品のレンタルと清掃サービスなどの事業)を訪問

15 : 00 "v  16 : 00 ソーシャルファーム・エルコテック:Elkotec (電子部品の生産)を訪問

1 7 : 00 "v  18 : 00 ソーシャルファーム・エンターラビリテー:Enterability 

(コンサルテイング会社)を訪問

.6月19日(木)

7 : 00 "v  9: 00 ベルリンからハンブルクに移動

1 0 : 00 "v  15 : 30 ソーシャルファーム・ハウス 5: HAUS5 

(レストラン、ケータリング等の事業)を訪問

16 : 00 "v  18 : 00 ハンブルクからベルリンに移動

.6月20日(金)

1 0 : 00 "v  14 : 00 ソーシャルフアーム・モザイク:Mosaik 

(レストラン、職業訓練、授産施設、清掃事業などを経営)を訪問

18 : 00 "v  20 : 00 ソーシャルファーム・ドゥンケルレストラン:Dunkel Restaurantにて意見交換会
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ソーシャルファームに関するセミナー開催実績

*DINF障害保健福祉研究情報システム (http://www.dinf.ne.jp)にて過去のセミナーの情報を公開

しています。

-英国ソーシャルファームの実地調査報告会 (2013.11.8)

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf/seminar20131108/index.html 

-インクルーシブな障害者雇用の現在ーソーシャルファームの新しい流れ (2012.6.17)

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf/seminar20120617/index.html 

-ソーシャルファームに関する意見交換会 (2012.6.16)

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf/seminar20120616/index.html 

-国際シンポジウム 「ソーシャルファームを中心とした日本と欧州の連携J(2011.1.30) 

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf/110130_seminar/index.html 

-国際セミナー「障害者の新しい雇用ーインクルーシブな雇用の実現ーJ(2010.1.31) 

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf.パ00131seminar/index.html 

-国際セミナー「障害者の一般就労を成功に導く J~- 卜ナーシップJ (2009.2.1 ) 

h杭p://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf/seminar20090201/index.html

-国際セミナー「ヨーロッパとアジアのソーシャルファームの動向と取り組み

ーソーシャルインクルージョンを目指してーJ(2008.1.20) 

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf/080120_seminar/index.html 

-国際セミナー「各国のソーシャルファームに対する支援J(2007.1.28) 

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf/seminar20070128/index.html 

-国際セミナー「世界の障害者インクルージ、ヨン政策の動向」

ーソーシャルファームの経営と障害者支援活動ー (2006.1.15)

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf/c020060115/index.html 

-日英セミナー「障害者のための社会的な仕事と雇用の創出J(2005.1.16) 

h抗p://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf/c020050116/index.html 

-日英セミナー「障害者のためのソーシャルインクルージョンJ(2003.11.24) 

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf/2003ukjapan/index.html 
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